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この参考資料集は、職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グルー
プ（以下、WG）の検討で、委員、ヒアリング対象、事務局から提出された資料の中か
ら、報告の参考となるものをまとめたものである。 
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職場のいじめ・嫌がらせ問題の現状とその影響① 

・ 職場のいじめ・嫌がらせに関する相談は、増加傾向にある。 

現状①：都道府県労働局等への相談の増加 
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第１図 相談件数の推移 
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「仕事のストレスに関する全国調査」での職場のいじめ・嫌がらせの頻度 1

 

 

１．調査・解析の概要 
• 「労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の浸透手法に関する調査研究」の研究の一
環として、2010年 11月～2011年２月に実施。 

• 調査の対象者：20歳以上 60歳以下の男女 5,000名（全国から二段階無作為抽出 2

• 解析の対象者：回答者 2,384 名（回収率：47.7%）のうち現在働いていると回答した
1,633名の中から、解析に使用した項目に欠損値のなかった 1,546名を対象とした。 

。）。  

 
２．調査方法 

新職業性ストレス簡易調査票の一部として作成した下記の項目１と２について、いずれ 
も「そうだ」「まあそうだ」「ややちがう」「ちがう」の四択で回答してもらい、「そうだ」
「まあそうだ」の回答を該当者とした。 
１．職場でのいじめの経験：「職場で自分がいじめ、パワハラにあっている (セクハラを
含む)」  

２．職場でのいじめの目撃：「職場でいじめ、パワハラにあっている人がいる (セクハラ
を含む)」  

 
３．調査・解析結果 
• ６％（約 17 人に１人）が職場で自分がいじめ、パワハラにあっている（セクハラを含
む）と報告【第１図】 

• 15％（約７人に１人）が職場でいじめ、パワハラにあっている人がいる（セクハラを含
む）と報告【第２図】 

 

       

                                                   
1  平成 22年度厚生労働科学研究費労働安全総合研究事業の一環で、津野香奈美（東京大学大学院医学
系研究科精神保健学分野博士課程）、川上憲人（同教授）の両氏が実施。 

2  抽出手順：全国の住民の正確な縮図となるよう、市区町村を①大都市（政令市及び特区）、②中都市
（人口 20 万人以上の市）、③小都市（人口 20 万人未満の市町村）の 3 層と地域ブロック（北海道、
東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、九州）を考慮して、人口に比例した合計 100地点を
無作為抽出。さらに、当該市区町村の住民基本台帳から、1地点につき対象者を 50名抽出。  
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職場のいじめ・嫌がらせ問題の現状とその影響② 

・ 企業では、 いわゆる「パワハラ」が様々な損失（社員のメンタルヘルス悪化、周囲の士気の低下や職場の生産
性の低下など）をもたらし、「パワハラ」対策は重要な課題と認識していることを示す調査結果もある。 

 

※１ 「パワーハラスメントの実態に関する調査研究 報告書」（中央労働災害防止協会、平成17年３月）を基に作成。本調査は、調査票を東証
一部上場企業1,000社に送付し、209社から回収。 

※２ 本調査では「パワハラ」を、「職場において、職権などの力関係を利用して、相手の人格や尊厳を侵害する言動を繰り返し行い、精神的な苦痛
を与えることによりその人の働く環境を悪化させたり、あるいは雇用不安を与えること」と定義。 
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現状②：企業の問題意識 

第２図 「パワハラは企業にどんな損失を 
      もたらすと思いますか」（複数回答可）    第３図 「パワハラ対策は経営上重要  

        な課題であると思いますか」 
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職場のいじめ・嫌がらせの具体例（都道府県労働局での相談事例） 

・ 都道府県労働局が取り扱った相談事例では、暴力、傷害、暴言、罵声、悪口、プライバシー侵害、無視、仕事
を与えない等の相談があった。 

身体的苦痛を与えるもの（暴力、傷害等） 
○ 段ボールで突然叩かれる・怒鳴る 

○ 上司がネクタイを引っ張る、叩く、蹴る、物を投げる 

○ ０℃前後の部屋で仕事をさせられる 

精神的苦痛を与えるもの（暴言、罵声、悪口、プライバシー侵害、無視等） 
○ 客の前で「バカ、ボケ、カス、人としてなってない」 

○ 社長の暴言「何でもいいからハイと言え、このバカあま」 

○ 私生活への干渉 

○ 部下への非難を言うミーティングを上司が行ったケース 

○ ロッカー室冷蔵庫内の私物食品の盗みを疑われる 

○ 仕事を取り上げ、毎日「辞めてしまえ」 

○ 呼び名は「婆さん」・業務命令はいつも怒声 

○ 同僚が手や髪の毛を触る、不愉快な発言 

社会的苦痛を与えるもの（仕事を与えない等） 
○ 社員旅行参加を拒絶される 

○ 回覧物を回されない、暑気払いや忘年会によばれない 

○ 中国転勤を断ったところ、仕事を与えず小部屋に隔離 

※ 上記は、全国の47 都道府県労働局のうち４局で2008 年度に取り扱ったあっせん事例。「個別労働関係紛争処理事案の内容分析－雇
用終了、いじめ・嫌がらせ、労働条件引下げ及び三者間労務提供関係－」（（独）労働政策研究・研修機構、平成22年６月）を基に作成。 
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職場のいじめ・嫌がらせへの対応に当たっての企業の悩み 

・ 企業では、職場のいじめ・嫌がらせ問題への対応に当たって、業務上の指導との線引きが困難などといった問
題意識を持っている。 

 

※１ 「使用者の職場環境配慮義務に関する実態調査」（東京都労働相
談情報センター、平成18年２月）を基に作成。本調査は、都内に所
在する従業員規模30人以上の3,000事業所に調査票を送付し、954
事業所から回収。 

※２ 本調査では、「パワーハラスメント」を「職場において、職務上の地
位や影響力を背景に嫌がらせをすること」と仮に定義して実施。  

 

※１ 前出の「パワーハラスメントの実態に関する調査研究 報告書」（中
央労働災害防止協会、平成17年３月）を基に作成。 

第５図 「パワハラ問題を取り上げる場合、職場でどのような問題が派生 
      することに留意する必要があると思いますか（３つまで）」 
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（複数回答） 
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職場のいじめ・嫌がらせ問題への対応の現状 

・ 労使では、相談窓口の設置、行動規範の明示、研修等を実施するケースがある。 

・ 行政では、厚生労働省が、個別労働紛争に係る解決援助サービスの提供、職場のメンタルへルス対策の促
進、労災補償といった各施策の枠組みの中で対応を行っているほか、地方自治体が、相談窓口を設置する等
の独自の取組を講じているケースがある。 

・ 裁判では、民事上の損害賠償請求により問題解決を図るケースがあるほか、刑事上の責任を問われることも
ありえる。 

労使の対応例（※） 行政の対応例 

＜厚生労働省の対応＞ 

○ 都道府県労働局等で、相談、助言・指導、
あっせんといった解決援助サービスを提供 

○ 職場のメンタルヘルス対策を促進するた
め、関係指針を策定し、事業場への指導等
を実施 

○ 精神障害等の労災認定 

 

＜地方自治体の対応＞ 

○ 相談窓口の設置 

○ 労働委員会による個別労働関係紛争の
あっせん 

○ 企業向け対応マニュアルの作成 

○ 職員向け防止指針等の策定 

＜企業の対応＞ 

○ 相談窓口の設置 

○ 就業規則や社員の行動基準に盛り込
むことによる対応 

○ 講演や研修会の実施 

○ 社内報等で広報・啓発 

○ 社内の実情の把握 

 

＜労働組合の対応＞ 

○ 相談窓口の設置 

○ 対策ハンドブックの作成 

○ 使用者に対する取組促進の要請 

 

※ 各種調査結果等から収集。 

裁判による対応例 

＜民事上の対応＞ 

○ 不法行為による損害賠償請求 

○ 安全配慮義務違反による損害賠償
請求 

 

＜刑事上の対応＞ 

○ 暴行罪、脅迫罪、侮辱罪、名誉毀損罪
等に問われる可能性がある 
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○ 職場およびそれに隣接する場所、時間において従業員若しくは使用者らから一時的若しくは継続的になされる心理的、物理

的、暴力的な苦痛を与える行為の総称                                                 （水谷英夫著 『職場のいじめ・パワハラと法対策』） 
 

○ 職場（職務を遂行する場所全て）において、仕事や人間関係で弱い立場に立たされている成員に対して、精神的又は身体的
な苦痛を与えることにより、結果として労働者の働く権利を侵害したり、職場環境を悪化させたりする行為 

  （東京都産業労働局パンフレット 『職場のいじめ 発見と予防のために』） 

職場の「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」に関する定義の例 
 職場のいじめ  

 
○ 職場において、地位や人間関係で弱い立場の人たちに対して、繰り返し精神的又は身体的な苦痛を与えることにより、結果と

して相手の働く権利を侵害し、職場環境を悪化させる行為                             （職場のハラスメント研究所） 
 

○ 職務上の地位又は職場内の優位性を背景にして、本来の業務の適正な範囲を超えて、継続的に相手の人格や尊厳を侵害
する言動を行うことにより、就労者に身体的・精神的苦痛を与える、又は就業環境を悪化させる          （クオレ・シー・キューブ） 

 

○ 職場において、職務上の地位や影響力に基づき、相手の人格や尊厳を侵害する言動を行うことにより、その人や周囲の人に
身体的・精神的な苦痛を与え、その就業環境を悪化させること                                                      

 
  （２１世紀職業財団） 

 

○ 職務上の権限や上下関係、職場における人間関係等に伴う権力を利用し、業務や指導などの適正な範囲を超えて行われる
強制や嫌がらせなどの迷惑行為 

 
（全国労働安全衛生センター連絡会議） 

 パワーハラスメント    

 

○ 同一集団内の相互作用過程において優位に立つ一方が、意識的に、あるいは集合的に他方に対して精神的・身体的苦痛を 
与えることである。                                              （森田洋司著 『いじめとは何か』） 

 

○ 当該児童生徒が､一定の人間関係のある者から､心理的・物理的な攻撃を受けたことにより､精神的な苦痛を感じているもの    
      （文部科学省 「いじめの問題への取組についてのチェックポイント」 （「いじめの問題への取組の徹底について（通知）」 別添）） 

（参考） 教育現場におけるいじめの定義の例  

※ 上司から部下への行為に限らず、同僚間や部下から上司に行われる場合や所属組織以外の上部組織、顧客等の取引先関係者から行われる場合もある。 

※ 職場において：取引先の事務所、顧客の自宅等でも当該労働者が業務を遂行する場所の場合は該当。また、勤務時間外の宴会、休日の連絡等でも業務上の失敗を責める
等実質上職務の延長上で行われた場合には該当 
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  職場のいじめ・嫌がらせに関連すると考えられる裁判例（一例）（※） 

 
 
(1) 一般の不法行為（民法709条）が問われた例【事例１～４】 

使用者の行為態様が、その権限（例：業務命令権、人事権など）の 
範囲の逸脱、濫用と評価され、労働者の権利の侵害と損害の発生（ 
例：人格権（名誉）の侵害、精神的苦痛など）が認められる場合がある。 

事例１．認められた例…使用者による労働者の配転（高度専門職から 受付
へ）は裁量権を逸脱したものとして違法。当該労働者の人格権（名誉）
を侵害等し、不法行為を構成する。 

事例３．認められなかった例…使用者による労働者への指導（日報作成）は 
教育指導的観点からであり、不合理な自己批判を強制されたとの当該
労働者の主張は失当というべきである。 

 
(2) 特殊の不法行為（注）（民法715条）が問われた例【事例５・６】 

労働者間の行為態様が、その使用者の事業の執行に関して、他の 
労働者への不法行為を構成すると認められる場合がある。 

事例５．法人Ａの職員ａ らが、労組を脱退した職員ｂ を、施設長が主宰する 
職員会議の場で組織ぐるみで非難したことは、正当な言論活動の範囲
を逸脱したものとして違法。ｂ の人格権を侵害し、ｂ への不法行為を 
構成する。ａ らの不法行為が、事業執行についてなされたことは明らか
であり、Ａは当該不法行為について、使用者責任を負う。 

  
 
  使用者の行為態様（不作為を含む）が、使用者が労働者に対し労働契
約上負っている債務不履行責任（安全配慮義務違反。民法415条、 国家
賠償法１条）が認められる場合がある。 
 
 （民事）【事例９・10】 
 事例９．認められた例…使用者は従業員間のいじめを認識することが可能で 

あった（いじめが３年近くに及んでいる、職員旅行や職場会議でのいじめ
があったなど）にもかかわらず、これを認識して防止する措置を採らなかっ
た安全配慮義務の債務不履行があったと認められる。 

 事例10．認められなかった例…労働者側の、使用者のメンタルヘルス対策の欠
如等が安全配慮義務違反を基礎付ける事実との主張は、使用者が職場
のメンタルヘルス等の管理者研修を実施しており、当該労働者を含む管
理者が受講していることから、認められない。 

 
 （行政の事案）【事例７・８】 
事例７．労働者の訴えを聞いた課長は、直ちに、いじめの事実の有無を積極的

に調査し、速やかに善後策を講じるべきであったのに、これを怠り、いじ
めを防止するための職場環境の調整をしないまま、当該労働者の職場復
帰のみを図った結果、当該労働者の自殺に至ったものであり、安全配慮
義務を怠ったものと言うべきである。 

使用者の責任 

１．不法行為責任が問われた例 ２．債務不履行責任（安全配慮義務違反）が問われた例 

  
職場のいじめ・嫌がらせを行った本人は、これを受けた労働者の権利の侵害や損害を発生させたと認められる場合、不法行為責任（民法709条）を 

 負う【事例11・12】。 また、職場のいじめ・嫌がらせが集団的、組織的に行われた事案では、使用者の責任も問われる場合がある【事例５、６、９】。  

事例１１．上司による部下への指導（当人を非難するメールを当人と職場の同僚に一斉送付）は、（その内容から）部下の名誉感情をいたずらに毀損するもので 
あることは明らかであり、目的が正当であったとしても、その表現において許容限度を超え、著しく相当性を欠くものであって、部下への不法行為を構成 
する。［ただし、本事案では、その目的は是認され、パワーハラスメントの意図があったとまでは認められなかった） 

※(財)21世紀職業財団発行『わかりやすいパワーハラスメント裁判例集（増補版）』を基に、厚生労働省労働基準局労働条件政策課賃金時間室において作成。 

当事者の責任 

注．特殊の不法行為とは、民法709条に規定される一般の不法行為の特則として、より重い
責任の認められる不法行為の類型をいいます（例．使用者責任、工作物責任など）。 
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 事
案
の
概
要
・
結
果
 

勤
務

先
Ｙ

の
管

理
職

（
課

長
）

だ
っ

た
Ｘ

が
、

Ｙ
が

Ｘ
に

対
し

て
行

っ
た

降
格

（
ラ

イ
ン

上
の

指

揮
監

督
権

を
有

さ
な

い
オ

ペ
レ

ー
シ

ョ
ン

ズ
テ

ク
ニ

シ
ャ

ン
に

）
と

そ
の

後
の

配
転

（
総

務
課

の
受

付
に

）
と

い
う

一
連

の
嫌

が
ら

せ
行

為
は

、
Ｘ

ら
中

高
年

管
理

職
を

退
職

に
追

い
込

む
意

図
を

も
っ

て
な

さ
れ

た
不

法
行

為
で

あ
る

と
し

て
、

Ｙ
に

対
し

慰
謝

料
の

支
払

い
を

求
め

た
。
 

結
果

、
請

求
の

一
部

認
容

。
慰

謝
料
1
0
0
万

円
。
 

 判
旨
の
概
要
 

 
ま

ず
Ｘ

の
オ

ペ
レ

ー
シ

ョ
ン

ズ
テ

ク
ニ

シ
ャ

ン
へ

の
降

格
に

つ
い

て
、

Ｙ
在

日
支

店
は

、
ず

っ
と

赤
字

基
調

に
あ

り
、

厳
し

い
経

営
環

境
の

下
、

オ
ペ

レ
ー

シ
ョ

ン
部

門
の

合
理

化
、

貸
付

部
門

や
外

為
部

門
の

強
化

等
の

改
革

が
急

務
と

な
っ

て
お

り
、

管
理

職
ら

に
対

し
、

新
経

営
方

針
へ

の
理

解
・

協
力

を
求

め
た

が
、

Ｘ
を

含
む

多
数

の
管

理
職

ら
が

積
極

的
に

協
力

し
な

か
っ

た
た

め
、

新
経

営
方

針
に

協
力

す
る

者
を

昇
格

さ
せ

る
一

方
、

Ｘ
を

含
む

多
数

の
管

理
職

を
降

格
さ

せ
た

も
の

で
あ

る
。
 

 
こ

の
降

格
に

よ
り

Ｘ
が

受
け

た
精

神
的

衝
撃

、
失

望
感

は
決

し
て

浅
く

は
な

か
っ

た
と

推
認

さ
れ

る
が

、
Ｙ

に
お

い
て

、
新

経
営

方
針

の
推

進
・

徹
底

が
急

務
と

さ
れ

て
い

た
こ

と
か

ら
、

こ
れ

に
積

極
的

に
協

力
し

な
い

管
理

職
を

降
格

す
る

業
務

上
・

組
織

上
の

高
度

の
必

要
性

が
あ

っ
た

と
認

め
ら

れ
る

こ
と

、
Ｘ

と
同

様
に

降
格

発
令

を
さ

れ
た

多
数

の
管

理
職

ら
は

、
い

ず
れ

も
降

格
に

異
議

を
唱

え
て

お
ら

ず
、

Ｙ
の

と
っ

た
措

置
を

や
む

を
得

な
い

も
の

と
受

け
止

め
て

い
た

と
推

認
さ

れ
る

こ
と

等
の

事
実

か
ら

す
れ

ば
、

Ｘ
の

降
格

を
も

っ
て

、
Ｙ

に
委

ね
ら

れ
た

裁
量

権
を

逸
脱

し
た

濫
用

的
な

も
の

と
認

め
る

こ
と

は
で

き
な

い
。
 

 
そ

の
後

の
総

務
課

（
受

付
）

の
配

転
に

つ
い

て
は

、
総

務
課

の
受

付
は

、
そ

れ
ま

で
2
0
代

前
半

の

女
性

の
契

約
社

員
が

担
当

し
て

い
た

業
務

で
あ

り
、

外
国

書
簡

の
受

発
送

、
書

類
の

各
課

へ
の

配
送

等
の

単
純

労
務

と
来

客
の

取
次

を
担

当
し

、
業

務
受

付
と

は
い

え
、

Ｘ
の

旧
知

の
外

部
者

の
来

訪
も

少
な

く
な

い
職

場
で

あ
っ

て
、

勤
続
3
3
年

に
及

び
、

課
長

ま
で

経
験

し
た

Ｘ
に

ふ
さ

わ
し

い
職

務
で

あ
る

と
は

到
底

い
え

ず
、

Ｘ
が

著
し

く
名

誉
・

自
尊

心
を

傷
つ

け
ら

れ
た

で
あ

ろ
う

こ
と

は
推

測
に

難
く

な
い

。
 

 
Ｘ

に
対

す
る

総
務

課
（

受
付

）
配

転
は

、
Ｘ

の
人

格
権

（
名

誉
）

を
侵

害
し

、
職

場
内

・
外

で
孤

立
さ

せ
、

勤
労

意
欲

を
失

わ
せ

、
や

が
て

退
職

に
追

い
や

る
意

図
を

も
っ

て
な

さ
れ

た
も

の
で

あ
り

、

Ｙ
に

許
さ

れ
た

裁
量

権
の

範
囲

を
逸

脱
し

た
違

法
な

も
の

で
あ

っ
て

不
法

行
為

を
構

成
す

る
と

い
う

べ
き

で
あ

る
。
 

事
例

１
．

Ｂ
事

件
（
東

京
地

判
 
平

７
.1

2
.４

）
 

使
用

者
の

不
法

行
為

（
一

般
の

不
法

行
為

）
責

任
が

問
わ

れ
た
例
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 事
案
の
概
要
・
結
果
 

 
学

校
法

人
Ｙ

の
設

置
す

る
高

等
学

校
の

教
諭

で
あ

る
Ｘ

が
、

そ
れ

ま
で

担
当

し
て

い
た

学
科

の
授

業
、

ク
ラ

ス
担

任
等

一
切

の
仕

事
を

外
さ

れ
た

上
、

何
ら

の
仕

事
も

与
え

ら
れ

な
い

ま
ま

４
年

半
に

わ
た

っ
て

別
室

に
隔

離
さ

れ
、

さ
ら

に
７

年
近

く
に

わ
た

っ
て

自
宅

研
修

を
さ

せ
ら

れ
、

年
度

末
一

時
金

の
支

給
停

止
等

の
差

別
的

取
扱

い
を

さ
れ

て
い

る
の

は
不

法
行

為
で

あ
る

等
と

し
て

慰
謝

料
の

支
払

い
を

求
め

た
。
 

 
結

果
、

請
求

の
一

部
認

容
。

慰
謝

料
6
0
0
万

円
（

初
審

は
慰

謝
料
4
0
0
万

円
）

。
 

 判
旨
の
概
要

 

 
Ｙ

が
Ｘ

に
対

し
、

仕
事

外
し

、
職

員
室

内
隔

離
、

自
宅

研
修

と
い

う
過

酷
な

処
遇

を
行

い
、

さ
ら

に

賃
金

等
の

差
別

を
し

て
き

た
原

因
に

つ
い

て
は

、
Ｘ

が
二

度
に

わ
た

っ
て

産
休

を
と

っ
た

こ
と

及
び

そ
の

後
の

態
度

が
気

に
く

わ
な

い
と

い
う

多
分

に
感

情
的

な
校

長
の

嫌
悪

感
に

端
を

発
し

、
そ

の
後

些
細

な
こ

と
に

つ
い

て
の

行
き

違
い

か
ら

、
Ｙ

側
が

感
情

に
走

っ
た

言
動

に
出

て
、

執
拗

と
も

思
え

る
程

始
末

書
の

提
出

を
Ｘ

に
要

求
し

続
け

、
こ

れ
に

Ｘ
が

応
じ

な
か

っ
た

た
め

依
怙

地
に

な
っ

た
こ

と
に

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

の
で

あ
っ

て
、

そ
の

経
過

に
お

い
て

、
Ｘ

の
と

っ
た

態
度

に
も

反
省

す
べ

き
点

が
な

か
っ

た
わ

け
で

は
な

い
が

、
こ

の
点

を
考

慮
し

て
も

、
Ｙ

の
行

っ
た

言
動

あ
る

い
は

業
務

命
令

等
を

正
当

づ
け

る
理

由
と

は
な

ら
ず

、
そ

の
行

為
は

、
業

務
命

令
権

の
濫

用
と

し
て

違
法

、
無

効
で

あ
る

こ
と

は
明

ら
か

で
あ

っ
て

、
Ｙ

の
責

任
は

き
わ

め
て

重
大

で
あ

る
。
 

 
こ

の
よ

う
な

行
為

に
よ

り
長

年
何

ら
の

仕
事

も
与

え
ら

れ
ず

に
、

職
員

室
内

で
一

日
中

机
の

前
に

座
っ

て
い

る
こ

と
を

強
要

さ
れ

た
り

、
他

の
教

職
員

か
ら

も
隔

絶
さ

れ
て

き
た

ば
か

り
で

は
な

く
、

自
宅

研
修

の
名

目
で

職
場

か
ら

も
完

全
に

排
除

さ
れ

、
か

つ
、

賃
金

も
昭

和
5
4
年

の
ま

ま
据

え
置

か

れ
、

一
時

金
は

一
切

支
給

さ
れ

ず
、

物
心

両
面

に
わ

た
っ

て
重

大
な

不
利

益
を

受
け

て
き

た
も

の
で

あ
り

、
Ｘ

の
精

神
的

苦
痛

は
誠

に
甚

大
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

。
 

 
Ｙ

は
、

民
法
7
0
9
条

、
7
1
0
条

、
7
1
5
条

、
に

基
づ

き
、

そ
の

不
法

行
為

に
よ

っ
て

Ｘ
が

被
っ

た
損

害

を
賠

償
す

べ
き

義
務

が
あ

る
と

こ
ろ

、
Ｘ

の
精

神
的

苦
痛

を
慰

謝
す

べ
き

賠
償

額
は

、
本

件
一

連
の

措
置

を
一

体
の

不
法

行
為

と
し

て
全

体
的

に
評

価
・

算
定

す
べ

き
で

あ
り

、
Ｙ

の
責

任
の

重
大

さ
に

か
ん

が
み

る
と

金
6
0
0
万

円
を

も
っ

て
相

当
と

す
る

。
 

事
例

２
．

Ｓ
事

件
（
東

京
高

判
 
平

５
.1

1
.1

2
）
 

使
用

者
の

不
法

行
為

（
一

般
の

不
法

行
為

）
責

任
が

問
わ

れ
た
例

 

-
1
0
-
 



 事
案
の
概
要
・
結
果
 

 
Ｘ

は
、

勤
務

先
Ｙ

の
正

社
員

と
し

て
一

般
事

務
等

に
従

事
し

て
い

た
が

、
身

体
、

精
神

の
障

害
に

よ
り

業
務

に
耐

え
ら

れ
な

い
こ

と
な

ど
を

理
由

と
し

て
解

雇
さ

れ
た

。
Ｘ

は
、

Ｙ
の

社
長

Ｃ
や

上
司

Ｄ
に

よ
る

集
団

的
い

じ
め

や
嫌

が
ら

せ
を

受
け

て
多

大
な

精
神

的
苦

痛
を

被
っ

た
た

な
ど

と
し

て
、

①
不

法
行

為
に

基
づ

く
損

害
賠

償
の

支
払

い
、

②
雇

用
契

約
上

の
地

位
確

認
等

を
求

め
た

。
 

 
結

果
、

請
求

却
下

。
 

 判
旨
の
概
要
 

 
Ｘ

は
、

書
類

を
フ

ァ
イ

ル
す

る
場

所
を

間
違

え
る

事
な

ど
が

多
く

、
電

話
対

応
に

も
助

言
を

必
要

と
す

る
こ

と
が

多
か

っ
た

た
め

、
Ｃ

は
Ｘ

に
対

し
、

日
報

を
作

成
さ

せ
、

業
務

の
反

省
点

、
改

善
点

を
報

告
さ

せ
た

。
こ

の
点

に
つ

い
て

、
Ｘ

は
、

日
報

に
ど

ん
な

些
細

な
こ

と
で

も
反

省
点

を
記

載
し

な
け

れ
ば

叱
責

さ
れ

る
た

め
、

不
合

理
な

自
己

批
判

を
強

制
さ

れ
た

と
主

張
し

て
い

る
が

、
Ｘ

が
日

報
に

反
省

点
を

記
載

し
な

か
っ

た
こ

と
を

理
由

に
Ｃ

か
ら

叱
責

さ
れ

た
形

跡
が

う
か

が
わ

れ
な

い
。
 

 
ま

た
Ｃ

は
、

仕
事

に
慣

れ
る

ペ
ー

ス
が

遅
い

Ｘ
に

対
し

、
教

育
指

導
的

観
点

か
ら

少
し

で
も

業
務

遂
行

能
力

を
身

に
つ

け
さ

せ
る

た
め

に
、

日
報

の
作

成
を

命
じ

た
と

考
え

ら
れ

、
不

合
理

な
自

己
批

判
を

強
制

し
た

も
の

で
は

な
い

こ
と

は
明

ら
か

で
あ

る
。
 

 
Ｄ

は
、

顧
客

か
ら

Ｘ
の

テ
レ

ア
ポ

の
感

じ
が

悪
い

と
い

う
苦

情
を

受
け

た
こ

と
か

ら
、

Ｘ
と

テ
レ

ア
ポ

の
仕

方
に

つ
い

て
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
を

行
っ

た
と

こ
ろ

、
Ｘ

は
、

Ｄ
か

ら
か

な
り

厳
し

く
注

意
を

さ
れ

た
と

感
じ

た
と

主
張

す
る

が
、

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

の
内

容
は

、
声

を
大

き
く

す
る

こ
と

、
電

話
の

件
数

を
こ

な
す

の
で

は
な

く
ア

ポ
イ

ン
ト

の
取

得
を

目
指

す
べ

き
で

あ
る

こ
と

な
ど

、
苦

情
に

対
す

る
改

善
策

と
し

て
至

極
も

っ
と

も
な

も
の

で
あ

り
、
 
Ｄ

は
、

Ｘ
の

勤
務

態
度

に
つ

い
て

、
か

な
り

厳

し
く

注
意

し
た

こ
と

が
う

か
が

わ
れ

る
が

、
そ

こ
に

Ｘ
に

対
す

る
い

じ
め

や
嫌

が
ら

せ
の

目
的

は
認

め
ら

れ
な

い
。
 

 
し

た
が

っ
て

、
Ｙ

の
社

長
や

社
員

に
よ

る
集

団
的

い
じ

め
や

嫌
が

ら
せ

を
受

け
て

多
大

な
精

神
的

苦
痛

を
被

っ
た

と
い

う
Ｘ

の
主

張
は

失
当

と
い

う
べ

き
で

あ
る

。
 

事
例

３
．

Ｔ
事

件
（東

京
地

判
 
平

2
2
.９

.1
4
）
 

使
用

者
の

不
法

行
為

（
一

般
の

不
法

行
為

）
責

任
が

問
わ

れ
た
例

 

-
1
1
-
 



 事
案
の
概
要
・
結
果
 

 
勤

務
先

Ｙ
の

従
業

員
で

あ
っ

た
Ｘ

ら
が

、
Ｙ

が
、

Ｘ
ら

が
特

定
の

政
党

の
党

員
又

は
そ

の
同

調
者

で
あ

る
こ

と
の

み
を

理
由

と
し

、
そ

の
職

制
等

を
通

じ
て

、
職

場
の

内
外

で
Ｘ

ら
を

継
続

的
に

監
視

し
た

り
、

Ｘ
ら

と
接

触
等

を
し

な
い

よ
う

他
の

従
業

員
に

働
き

か
け

た
り

、
Ｘ

ら
を

尾
行

し
た

り
、

ロ
ッ

カ
ー

等
を

無
断

で
開

け
て

私
物

の
写

真
撮

影
を

し
た

と
い

っ
た

行
為

は
、

不
法

行
為

に
あ

た
る

と
主

張
し

て
、

Ｙ
に

対
し

、
慰

謝
料

等
の

賠
償

等
を

請
求

し
た

事
案

で
あ

る
。

第
一

審
は

一
部

認
容

し
、

第
二

審
は

、
第

一
審

判
決

を
支

持
し

た
た

め
、

Ｙ
が

上
告

し
た

。
 

 
結

果
、

上
告

棄
却

。
 

 判
旨
の
概
要

 

 
Ｙ

は
、

Ｘ
ら

に
お

い
て

現
実

に
は

企
業

秩
序

を
破

壊
し

混
乱

さ
せ

る
な

ど
の

お
そ

れ
が

あ
る

と
は

認

め
ら

れ
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
Ｘ

ら
が

特
定

の
政

党
の

党
員

又
は

そ
の

同
調

者
で

あ
る

こ
と

の
み

を
理

由
と

し
、

そ
の

職
制

等
を

通
じ

て
、

職
場

の
内

外
で

Ｘ
ら

を
継

続
的

に
監

視
す

る
態

勢
を

採
っ

た
上

、
Ｘ

ら
が

極
左

分
子

で
あ

る
と

か
、

Ｙ
の

経
営

方
針

に
非

協
力

的
な

者
で

あ
る

な
ど

と
そ

の
思

想
を

非
難

し
て

、
Ｘ

ら
と

の
接

触
、

交
際

を
し

な
い

よ
う

他
の

従
業

員
に

働
き

か
け

、
そ

の
過

程
の

中
で

、
Ｘ

１
及

び
Ｘ

２
に

つ
い

て
は

、
退

社
後

同
人

ら
を

尾
行

し
た

り
し

、
特

に
Ｘ

２
に

つ
い

て
は

、

ロ
ッ

カ
ー

を
無

断
で

開
け

て
私

物
を

写
真

に
撮

影
し

た
り

し
た

と
い

う
の

で
あ

る
。
 

 
そ

う
で

あ
れ

ば
こ

れ
ら

の
行

為
は

、
Ｘ

ら
の

職
場

に
お

け
る

自
由

な
人

間
関

係
を

形
成

す
る

自
由

を
不

当
に

侵
害

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
名

誉
を

毀
損

す
る

も
の

で
あ

り
、

ま
た

、
Ｘ

２
ら

に
対

す
る

行
為

は
そ

の
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
を

侵
害

す
る

も
の

で
あ

っ
て

、
同

人
ら

の
人

格
的

利
益

を
侵

害
す

る
も

の
と

い
う

べ
く

、
こ

れ
ら

一
連

の
行

為
が

Ｙ
の

会
社

と
し

て
の

方
針

に
基

づ
い

て
行

わ
れ

た
と

い
う

の
で

あ
る

か
ら

、
そ

れ
ら

は
、

そ
れ

ぞ
れ

Ｙ
の

各
Ｘ

ら
に

対
す

る
不

法
行

為
を

構
成

す
る

も
の

と
い

わ
ざ

る
を

得
な

い
。

原
審

の
判

断
は

、
こ

れ
ら

と
同

旨
を

い
う

も
の

と
し

て
是

認
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
 
 

 

事
例

４
．

Ｋ
事

件
（
最

三
小

判
 
平

成
７
.９

.５
）
 

使
用

者
の

不
法

行
為

（
一

般
の

不
法

行
為

）
責

任
が

問
わ

れ
た
例

 

-
1
2
-
 



使
用

者
の

不
法

行
為

（
特

殊
の

不
法

行
為

：
使

用
者

責
任

）
責

任
が

問
わ

れ
た
例

 

 事
案
の
概
要
・
結
果
 

 
社

会
福

祉
法

人
Ｙ

１
の

職
員

で
あ

る
Ｘ

が
、

職
場

の
施

設
で

開
催

さ
れ

た
職

員
会

議
に

お
い

て
、

同
僚

５
人

（
Ｙ

２
～

Ｙ
６

）
を

中
心

と
す

る
職

員
ら

に
よ

り
、

組
織

ぐ
る

み
で

誹
謗

・
非

難
さ

れ
た

結
果

、
心

因
反

応
に

罹
患

し
た

上
、

Ｐ
Ｔ

Ｓ
Ｄ

を
発

症
し

、
精

神
的

損
害

を
被

っ
た

と
し

て
、

Ｙ
１

の
不

法
行

為
及

び
使

用
者

責
任

と
同

僚
ら

の
不

法
行

為
が

共
同

不
法

行
為

関
係

に
あ

た
る

と
し

て
慰

謝
料

の
連

帯
支

払
い

等
を

求
め

た
。
 

 
結

果
、

請
求

の
一

部
認

容
。

連
帯

し
て

慰
謝

料
5
0
0
万

円
。
 

 判
旨
の
概
要
 

 
職

員
会

議
に

お
い

て
は

、
Ｙ

２
ら

が
中

心
と

な
っ

て
、

Ｂ
労

組
を

脱
退

し
ユ

ニ
オ

ン
に

加
入

し
た

Ｘ
を

非
難

、
糾

弾
す

る
発

言
（

「
残

念
な

こ
と

に
綱

領
は

認
め

ら
れ

な
い

と
い

う
職

員
が

出
ま

し
た

。

Ｘ
看

護
婦

で
す

。
」

、
「

綱
領

を
否

定
す

る
こ

と
は

、
施

設
の

管
理

職
と

し
て

、
事

業
に

責
任

を
持

つ
所

長
と

し
て

、
仲

間
た

ち
に

責
任

を
持

つ
者

と
し

て
、

認
め

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
」

等
）

を
し

た
ば

か
り

か
、

職
員

会
議

に
参

加
し

た
職

員
ら

を
誘

導
・

扇
動

し
、

施
設

の
職

員
の

多
く

が
、

Ｘ
を

非
難

す
る

内
容

の
発

言
を

し
た

も
の

で
あ

り
、

そ
の

結
果

、
Ｘ

は
精

神
的

疾
患

に
罹

患
し

、
休

職
を

余
儀

な
く

さ
れ

た
。
 

 
Ｙ

２
ら

の
発

言
内

容
及

び
Ｙ

２
ら

が
他

の
職

員
を

誘
導

、
扇

動
し

た
こ

と
に

よ
る

各
職

員
の

発
言

内
容

に
照

ら
せ

ば
、

Ｙ
２

ら
の

行
為

は
Ｙ

１
の

職
員

及
び

労
働

組
合

員
と

し
て

の
正

当
な

言
論

活
動

の
範

囲
を

逸
脱

す
る

も
の

と
い

わ
ざ

る
を

得
ず

、
違

法
に

Ｘ
の

人
格

権
を

侵
害

し
た

も
の

と
い

う
べ

き
で

あ
る

。
 

 
し

た
が

っ
て

Ｙ
２

ら
は

、
共

同
で

Ｘ
に

対
す

る
不

法
行

為
を

行
っ

た
も

の
で

あ
り

、
連

帯
し

て
Ｘ

に
対

す
る

不
法

行
為

責
任

を
負

う
と

い
う

べ
き

で
あ

る
。
 

 
職

員
会

議
が

Ｙ
１

の
施

設
単

位
で

行
わ

れ
る

会
議

で
あ

り
、

施
設

長
に

よ
っ

て
主

催
さ

れ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
な

ど
に

照
ら

せ
ば

、
本

件
職

員
会

議
に

お
け

る
Ｙ

２
ら

の
不

法
行

為
が

、
Ｙ

１
の

事
業

執
行

に
つ

い
て

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

こ
と

は
明

ら
か

で
あ

る
た

め
、

Ｙ
１

は
Ｙ

２
ら

の
不

法
行

為
に

つ
い

て
、

民
法
7
1
5
条

に
基

づ
き

、
使

用
者

責
任

を
負

う
。
 

事
例

５
．

Ｕ
事

件
（
名

古
屋

地
判

 
平

1
7
.４

.2
7
）
 

-
1
3
-
 



 事
案
の
概
要
・
結
果
 

 
勤

務
先

Ｙ
１

の
従

業
員

で
あ

っ
た

Ｘ
が

、
Ｙ

１
の

取
引

先
で

あ
る

Ｙ
２

の
文

書
部

長
か

ら
賃

借
し

て
い

た
本

件
建

物
に

関
し

、
同

文
書

部
長

Ｙ
２

が
Ｘ

が
本

件
建

物
の

明
渡

に
応

じ
る

よ
う

Ｙ
１

の
Ａ

専
務

に
協

力
を

求
め

た
と

こ
ろ

、
Ｘ

の
直

属
の

上
司

Ｙ
３

ら
が

共
謀

の
上

、
Ｘ

に
対

し
人

事
権

、
考

課
権

を
た

て
に

本
件

建
物

の
明

渡
を

強
要

し
、

Ｘ
が

明
渡

を
拒

否
し

た
た

め
、

不
当

な
人

事
考

課
が

な
さ

れ
た

。
 

 
そ

の
結

果
、

Ｘ
は

得
べ

か
り

し
賃

金
、

明
渡

を
強

要
さ

れ
た

こ
と

に
よ

り
精

神
的

苦
痛

を
受

け
た

と
し

て
慰

謝
料

を
請

求
し

た
。
 

 
結

果
、

請
求

の
一

部
認

容
。

Ｙ
１

と
Ｙ

２
が

連
帯

し
て

慰
謝

料
3
0
万

円
。
 

 判
旨
の
概
要

 

 
企

業
内

に
お

い
て

、
上

司
が

部
下

の
私

生
活

上
の

問
題

に
つ

き
、

一
定

の
助

言
、

忠
告

、
説

得
を

す

る
こ

と
も

一
概

に
こ

れ
を

許
さ

れ
な

い
も

の
と

い
う

こ
と

は
で

き
な

い
。
 

 
し

か
し

、
部

下
が

既
に

自
ら

の
責

任
に

お
い

て
、

家
主

と
の

間
で

自
主

的
解

決
に

応
じ

な
い

こ
と

を
決

断
し

て
い

る
場

合
に

、
会

社
の

都
合

で
上

司
が

職
制

上
の

優
越

的
地

位
を

利
用

し
て

、
家

主
と

の
和

解
な

い
し

は
明

渡
要

求
に

応
じ

る
よ

う
執

拗
に

強
要

す
る

こ
と

は
、

許
さ

れ
た

説
得

の
範

囲
を

越
え

、
部

下
の

私
的

問
題

に
関

す
る

自
己

決
定

の
自

由
を

侵
害

す
る

も
の

で
あ

っ
て

、
不

法
行

為
を

構
成

す
る

も
の

と
い

う
べ

き
で

あ
る

。
Ｙ

３
は

、
Ｘ

に
対

し
、

人
事

上
の

不
利

益
を

ほ
の

め
か

し
な

が
ら

、
少

な
く

と
も

２
ヶ

月
間

８
回

に
わ

た
り

執
拗

に
本

件
建

物
を

文
書

部
長

に
明

け
渡

す
こ

と
を

説
得

し
続

け
た

と
い

う
の

で
あ

る
か

ら
、

上
司

と
し

て
許

さ
れ

た
説

得
の

範
囲

を
越

え
た

違
法

な
行

為
と

い
う

べ
き

で
あ

り
、

Ｙ
３

は
Ｘ

が
受

け
た

精
神

的
苦

痛
を

慰
謝

す
る

た
め

に
金
3
0
万

円
の

支
払

い
を

も
っ

て
す

る
の

が
相

当
す

る
。
 

 
ま

た
Ｙ

３
の

上
記

不
法

行
為

が
Ｙ

１
の

事
業

の
執

行
に

関
し

て
な

さ
れ

た
こ

と
が

明
ら

か
で

あ
る

か
ら

、
Ｙ

１
は

、
民

法
7
1
5
条

に
基

づ
き

、
使

用
者

と
し

て
、

Ｙ
３

と
連

帯
し

て
Ｘ

に
対

す
る

損
害

賠

償
責

任
を

負
う

と
い

う
べ

き
で

あ
る

。
 

事
例

６
．

Ｄ
事

件
（
横

浜
地

判
 
平

２
.５

.2
9
）
 

使
用

者
の

不
法

行
為

（
特

殊
の

不
法

行
為

：
使

用
者

責
任

）
責

任
が

問
わ

れ
た
例

 

-
1
4
-
 



使
用

者
の

債
務

不
履

行
責

任
（
安

全
配

慮
義

務
違

反
）
が

問
わ

れ
た
例

 

 事
案
の
概
要
・
結
果
 

 
Ｘ

ら
の

長
男

で
あ

る
Ａ

が
Ｙ

市
の

水
道

局
工

業
用

水
課

に
勤

務
中

、
同

課
の

課
長

、
係

長
、

主
査

の
い

じ
め

、
嫌

が
ら

せ
な

ど
に

よ
り

精
神

的
に

追
い

詰
め

ら
れ

て
自

殺
し

た
と

し
て

、
Ｘ

ら
が

Ｙ
市

に
対

し
国

家
賠

償
法

又
は

民
法
7
1
5
条

に
基

づ
き

損
害

賠
償

を
、

課
長

、
係

長
、

主
査

に
対

し
、

民
法

7
0
9
条

、
7
1
9
条

に
基

づ
き

損
害

賠
償

を
求

め
た

。
 

 
結

果
、

第
一

審
は

請
求

の
一

部
認

容
、

Ｙ
市

は
Ｘ

ら
そ

れ
ぞ

れ
に

対
し

逸
失

利
益

等
約
1
,
1
7
3
万

円
。

Ｘ
と

Ｙ
市

が
そ

れ
ぞ

れ
控

訴
し

た
が

、
各

控
訴

棄
却

。
 

 判
旨
の
概
要
 

 
課

長
ら

３
名

が
、

Ａ
が

女
性

経
験

が
な

い
こ

と
に

つ
い

て
猥

雑
な

発
言

や
Ａ

の
容

姿
に

つ
い

て
嘲

笑
を

し
た

こ
と

、
主

査
が

果
物

ナ
イ

フ
を
A
に

示
し

、
振

り
回

す
よ

う
に

し
な

が
ら

「
今

日
こ

そ
は

切
っ

て
や

る
。

」
な

ど
と

脅
す

よ
う

な
こ

と
を

言
っ

た
こ

と
な

ど
の

行
為

を
執

拗
に

繰
り

返
し

行
っ

た
。

言
動

の
中

心
は

主
査

で
あ

る
が

、
課

長
、

係
長

も
主

査
が

嘲
笑

し
た

と
き

に
は

、
大

声
で

笑
っ

て
同

調
し

て
い

た
も

の
で

あ
る

か
ら

、
こ

れ
に

よ
り

、
Ａ

が
精

神
的

、
肉

体
的

に
苦

痛
を

被
っ

た
こ

と
は

推
測

し
う

る
も

の
で

あ
る

。
 

 
以

上
の

よ
う

な
言

動
、

経
過

な
ど

に
照

ら
す

と
、

課
長

ら
3
名

の
上

記
言

動
は

、
Ａ

に
対

す
る

い
じ

め
と

い
う

べ
き

で
あ

る
。

ま
た

、
い

じ
め

を
受

け
た

こ
と

に
よ

り
心

因
反

応
を

起
こ

し
、

自
殺

し
た

も
の

と
推

認
さ

れ
、

そ
の

間
に

は
事

実
上

の
相

当
因

果
関

係
が

あ
る

と
認

め
る

の
が

相
当

で
あ

る
。
 

 
Ｙ

市
に

は
、

市
職

員
の

職
務

行
為

か
ら

生
ず

る
危

険
だ

け
で

な
く

、
ほ

か
の

職
員

か
ら

も
た

ら
さ

れ
る

生
命

、
身

体
等

に
対

す
る

危
険

に
つ

い
て

も
、

具
体

的
状

況
下

で
、

加
害

行
為

を
防

止
し

、
被

害
職

員
の

安
全

を
確

保
し

て
職

場
に

お
け

る
事

故
を

防
止

す
べ

き
注

意
義

務
が

あ
る

（
以

下
「

安
全

配
慮

義
務

」
と

い
う

。
）

が
あ

る
と

解
さ

れ
る

。
精

神
疾

患
に

罹
患

し
た

者
が

自
殺

す
る

こ
と

は
ま

ま
あ

る
こ

と
で

あ
り

、
Ａ

の
訴

え
を

聞
い

た
上

司
が

適
正

な
措

置
を

講
じ

て
い

れ
ば

Ａ
が

職
場

復
帰

し
、

自
殺

に
至

ら
な

か
っ

た
と

推
認

で
き

る
か

ら
、

Ｙ
市

の
安

全
配

慮
義

務
違

反
と

Ａ
の

自
殺

に
は

相
当

因
果

関
係

が
認

め
る

の
が

相
当

で
あ

り
、

Ｙ
市

は
、

安
全

配
慮

義
務

違
反

に
よ

り
、

国
家

賠
償

法
上

の
責

任
を

負
う

と
い

う
べ

き
で

あ
る

。
 

事
例

７
．

Ｋ
事

件
（
東

京
高

判
 
平

1
5
.３

.2
5
）
 

-
1
5
-
 



事
案
の
概
要
・
結
果
 

 
海

上
自

衛
隊

員
で

あ
っ

た
Ａ

が
、

Ｓ
護

衛
艦

乗
艦

中
に

自
殺

し
た

こ
と

に
つ

い
て

、
そ

の
両

親
Ｘ

ら
が

、
①

Ａ
の

自
殺

は
上

官
ら

の
い

じ
め

が
原

因
で

あ
る

、
②

国
：

Ｙ
に

は
Ａ

の
自

殺
を

防
止

す
べ

き
安

全
配

慮
義

務
違

反
等

と
主

張
し

、
Ｙ

に
対

し
、

国
家

賠
償

法
に

基
づ

き
、

損
害

賠
償

等
を

求
め

た
。

第
一

審
判

決
は

Ｘ
ら

の
請

求
を

い
ず

れ
も

棄
却

し
た

た
め

、
Ｘ

ら
は

こ
れ

を
不

服
と

し
て

控
訴

し
た

。
 

 
結

果
、

控
訴

一
部

認
容

。
Ｘ

ら
に

対
し

、
慰

謝
料

計
3
5
0
万

円
。
 

判
旨
の
概
要

 

  Ａ
の

上
官

Ｂ
班

長
が

、
指

導
の

際
に

Ａ
に

対
し

、
「

お
前

は
三

曹
だ

ろ
。

三
曹

ら
し

い
仕

事
を

し

ろ
よ

。
」

「
バ

カ
か

お
前

は
。

三
曹

失
格

だ
。

」
な

ど
の

言
辞

を
用

い
て

半
ば

誹
謗

中
傷

し
て

い
た

と
認

め
ら

れ
る

の
が

相
当

で
あ

り
、

Ａ
は

、
家

族
や

同
期

友
人

に
Ｂ

班
長

の
誹

謗
す

る
言

動
を

繰
り

返
し

訴
え

る
よ

う
に

な
っ

た
。

こ
れ

ら
の

Ｂ
班

長
の

言
辞

は
、

そ
れ

自
体

Ａ
を

侮
辱

す
る

も
の

で
あ

る
ば

か
り

で
な

く
、

経
験

が
浅

く
技

能
練

度
が

階
級

に
対

し
て

劣
り

が
ち

で
あ

る
曹

候
出

身
者

で
あ

る
Ａ

に
対

す
る

術
科

指
導

等
に

当
た

っ
て

述
べ

ら
れ

た
も

の
が

多
く

、
か

つ
、

閉
鎖

的
な

館
内

で
継

続
的

に
行

わ
れ

た
も

の
で

あ
る

と
い

っ
た

状
況

を
考

慮
す

れ
ば

、
Ａ

に
対

し
、

心
理

的
負

荷
を

過
度

に
蓄

積
さ

せ
る

よ
う

な
も

の
で

あ
っ

た
と

い
う

べ
き

で
あ

り
、

指
導

の
域

を
超

え
る

も
の

で
あ

っ
た

と
い

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ま
た

、
Ａ

の
人

格
自

体
を

非
難

・
否

定
す

る
言

動
で

、
階

級
に

関
す

る
心

理
的

負
荷

を
与

え
、

劣
等

感
を

不
必

要
に

刺
激

す
る

内
容

で
あ

っ
た

の
で

あ
っ

て
、

一
般

的
に

妥
当

な
方

法
と

程
度

に
よ

る
も

の
で

あ
っ

た
と

は
と

う
て

い
言

え
な

い
か

ら
、

違
法

性
は

阻
却

さ
れ

な
い

。
 

 
Ｂ

班
長

は
、

Ｙ
の

履
行

補
助

者
と

し
て

、
Ａ

の
心

理
的

負
荷

等
が

蓄
積

し
な

い
よ

う
配

慮
す

る
義

務
と

と
も

に
、

Ａ
の

心
身

に
変

調
が

な
い

か
に

つ
い

て
留

意
し

て
Ａ

の
言

動
を

観
察

し
、

変
調

が
あ

れ
ば

こ
れ

に
対

処
す

る
義

務
を

負
っ

て
い

た
の

に
、

上
記

言
動

を
繰

り
返

し
た

の
で

あ
っ

て
、

そ
の

注
意

義
務

（
安

全
配

慮
義

務
）

に
違

反
し

、
国

家
賠

償
法

上
違

法
と

い
う

べ
き

で
あ

る
。
 

 
一

方
、

Ｃ
班

長
が

Ａ
に

焼
酎

の
持

参
を

促
す

も
の

と
受

け
取

ら
れ

か
ね

な
い

よ
う

な
発

言
を

し
た

こ
と

、
Ａ

を
「

百
年

の
孤

独
要

員
」

と
い

っ
た

こ
と

が
あ

る
こ

と
、

自
宅

に
招

待
し

た
際

、
「

お
前

は
と

ろ
く

て
仕

事
が

で
き

な
い

。
自

分
の

顔
に

泥
を

塗
る

な
。

」
な

ど
と

い
っ

た
こ

と
は

あ
る

が
、

Ｃ
班

長
及

び
Ａ

は
、

Ｏ
護

衛
艦

乗
艦

中
に

は
良

好
な

関
係

に
あ

っ
た

こ
と

が
明

ら
か

で
あ

り
、

Ａ
は

２
回

に
わ

た
り

、
自

発
的

に
Ｃ

班
長

に
焼

酎
を

持
参

し
た

こ
と

、
Ｃ

班
長

は
Ａ

の
Ｓ

乗
艦

勤
務

を
推

薦
し

た
こ

と
、

Ａ
一

家
を

自
宅

に
招

待
し

、
歓

待
し

た
こ

と
等

か
ら

す
れ

ば
、

客
観

的
に

み
て

Ｃ
班

長
は

Ａ
に

対
し

、
好

意
を

も
っ

て
接

し
て

お
り

、
そ

の
こ

と
は

平
均

的
な

者
は

理
解

で
き

た
も

の
と

考
え

ら
れ

る
し

、
Ａ

も
あ

る
程

度
理

解
し

て
い

た
も

の
で

あ
っ

て
、

Ｃ
班

長
の

言
動

は
Ａ

な
い

し
平

均
的

な
耐

性
を

持
つ

者
に

対
し

、
心

理
的

負
荷

を
蓄

積
さ

せ
る

よ
う

な
も

の
で

あ
っ

た
と

は
い

え
ず

、

違
法

性
を

認
め

る
に

足
り

な
い

と
い

う
べ

き
で

あ
る

。
 

事
例

８
．

Ｎ
事

件
（
福

岡
高

判
 
平

2
0
.８

.2
5
）
 

使
用

者
の

債
務

不
履

行
責

任
（
安

全
配

慮
義

務
違

反
）
が

問
わ

れ
た
例

 

-
1
6
-
 



 事
案
の
概
要
・
結
果
 

 
病

院
Ｙ

で
勤

務
す

る
Ａ

が
、

職
場

の
先

輩
で

あ
る

Ｙ
１

ら
の

い
じ

め
（

Ｙ
１

の
家

の
掃

除
、

車
の

洗
車

、
風

俗
店

へ
行

く
際

の
送

迎
、

「
死

ね
よ

」
、

「
殺

す
」

等
の

発
言

等
）

が
原

因
で

自
殺

し
た

と
し

て
、

両
親

で
あ

る
Ｘ

ら
が

、
Ｙ

に
対

し
、

雇
用

契
約

上
の

安
全

配
慮

義
務

違
反

に
よ

る
債

務
不

履
行

責
任

（
民

法
4
1
5
条

）
を

理
由

に
、

Ｙ
１

に
対

し
、

い
じ

め
行

為
に

よ
る

不
法

行
為

責
任

（
民

法

7
0
9
条

）
を

理
由

に
損

害
賠

償
を

求
め

た
。
 

 
結

果
、
 

Ｙ
：

Ｘ
ら

に
対

し
慰

謝
料

各
2
5
0
万

円
（

Ｙ
１

と
の

連
帯

債
務

）
 

Ｙ
１

：
Ｘ

ら
に

対
し

慰
謝

料
各
5
0
0
万

円
（

各
2
5
0
万

円
の

限
度

で
Ｙ

と
の

連
帯

債
務

）
 

 判
旨
の
概
要
 

 
Ｙ

１
は

、
自

ら
又

は
他

の
男

性
看

護
師

を
通

じ
て

、
Ａ

に
対

し
、

冷
や

か
し

・
か

ら
か

い
、

嘲

笑
・

悪
口

、
他

人
の

前
で

恥
辱

・
屈

辱
を

与
え

る
、

た
た

く
な

ど
の

暴
力

等
の

違
法

な
本

件
い

じ
め

を
行

っ
た

も
の

と
認

め
ら

れ
る

か
ら

、
民

法
7
0
9
条

に
基

づ
き

、
本

件
い

じ
め

に
よ

っ
て
A
が

被
っ

た

損
害

を
賠

償
す

る
不

法
行

為
責

任
が

あ
る

。
 

 
Ｙ

は
、

Ａ
に

対
し

、
雇

用
契

約
に

基
づ

き
、

信
義

則
上

、
労

務
を

提
供

す
る

課
程

に
お

い
て

、
Ａ

の
生

命
及

び
身

体
を

危
険

か
ら

保
護

す
る

よ
う

に
安

全
配

慮
義

務
を

尽
く

す
債

務
を

負
担

し
て

い
た

と
解

さ
れ

る
。

Ｙ
１

ら
の

Ａ
に

対
す

る
い

じ
め

は
３

年
近

く
に

及
ん

で
い

る
な

ど
、

Ｙ
は

本
件

い
じ

め
を

認
識

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
っ

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
こ

れ
を

認
識

し
て

い
じ

め
を

防
止

す
る

措
置

を
採

ら
な

か
っ

た
安

全
配

慮
義

務
の

債
務

不
履

行
が

あ
っ

た
と

認
め

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

事
例

９
．

Ｓ
事

件
（
さ

い
た

ま
地

判
 
平

1
6
.９

.2
4
）
 

使
用

者
の

債
務

不
履

行
責

任
（
安

全
配

慮
義

務
違

反
）
が

問
わ

れ
た
例

 

-
1
7
-
 



 事
案
の
概
要
・
結
果
 

 
勤

務
先

Ｙ
の

従
業

員
で

あ
っ

た
Ａ

が
自

殺
し

た
の

は
、

上
司

か
ら

、
社

会
通

念
上

正
当

と
認

め
ら

れ
る

職
務

上
の

業
務

命
令

の
限

界
を

超
え

た
著

し
く

超
え

た
過

剰
な

ノ
ル

マ
達

成
の

強
要

や
執

拗
な

叱
責

を
う

け
た

こ
と

に
よ

る
な

ど
と

し
て

、
Ａ

の
相

続
人

で
あ

る
Ｘ

ら
が

Ｙ
に

対
し

、
主

位
的

に
不

法
行

為
に

基
づ

く
損

害
賠

償
を

、
予

備
的

に
債

務
不

履
行

（
安

全
配

慮
義

務
）

に
基

づ
く

損
害

賠
償

を
求

め
た

。
 

 
結

果
、

第
一

審
は

請
求

の
一

部
認

容
。

Ｘ
ら

に
約
2
,
8
3
5
万

円
。

Ｘ
，

Ｙ
ら

が
い

ず
れ

も
控

訴
し

た

が
、

控
訴

審
は

Ｘ
の

控
訴

を
棄

却
、

Ｙ
の

控
訴

を
認

容
。
 

 判
旨
の
概
要

 

（
第
一
審
）
 

 
Ａ

は
自

ら
の

営
業

成
績

を
仮

装
す

る
た

め
の

不
正

経
理

に
つ

い
て

、
上

司
か

ら
叱

責
を

受
け

、
自

殺
の

直
前

に
う

つ
病

に
罹

患
し

て
い

た
と

認
め

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、

不
正

経
理

に
つ

い
て

の
上

司
に

よ
る

Ａ
に

対
す

る
叱

責
、

注
意

が
Ａ

の
死

亡
と

い
う

結
果

を
生

じ
た

と
見

る
の

が
相

当
。

上
司

の

行
っ

た
叱

責
等

は
不

法
行

為
と

し
て

違
法

で
あ

り
、

Ｙ
に

安
全

配
慮

義
務

違
反

も
認

め
ら

れ
る

。
Ａ

が
心

理
的

負
荷

か
ら

精
神

障
害

等
を

発
症

し
自

殺
に

至
る

こ
と

も
あ

る
と

い
う

こ
と

を
予

見
す

る
こ

と
も

で
き

た
と

い
う

べ
き

で
あ

る
。

う
つ

病
に

罹
患

し
て

い
る

こ
と

や
そ

の
兆

候
を

認
識

で
き

な

か
っ

た
と

し
て

も
、

自
殺

に
至

る
こ

と
は

予
見

可
能

で
あ

っ
た

と
い

う
べ

き
で

あ
る

し
、

適
切

な
調

査
を

し
て

い
れ

ば
、

更
に

そ
の

認
識

可
能

性
は

あ
っ

た
と

い
う

べ
き

で
あ

る
。
 

（
控
訴
審
）
 

 
Ｙ

の
営

業
所

は
独

立
採

算
を

基
本

と
し

て
お

り
、

過
去

の
実

績
を

踏
ま

え
て

翌
年

度
の

目
標

を
立

て
て

事
業

計
画

を
作

成
し

て
い

た
も

の
で

あ
る

か
ら

、
上

司
か

ら
の

過
剰

な
ノ

ル
マ

達
成

の
強

要
が

あ
っ

た
と

認
め

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
 

 
上

司
が

不
正

経
理

の
是

正
を

指
示

し
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

１
年

以
上

是
正

が
さ

れ
な

か
っ

た
こ

と
か

ら
上

司
が

Ａ
に

対
し

て
あ

る
程

度
厳

し
い

改
善

指
導

を
す

る
こ

と
は

正
当

な
業

務
の

範
囲

内
に

あ
り

、
Ａ

の
上

司
ら

が
Ａ

に
対

し
て

行
っ

た
指

導
や

叱
責

は
、

社
会

通
念

上
許

容
さ

れ
る

範
囲

を
超

え
た

ノ
ル

マ
強

要
や

執
拗

な
叱

責
と

認
め

ら
れ

な
い

こ
と

か
ら

不
法

行
為

に
あ

た
ら

な
い

。
 

 
ま

た
、

Ｘ
ら

は
、

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
の

欠
如

等
を

安
全

配
慮

義
務

違
反

を
基

礎
付

け
る

事
実

と
し

て
主

張
し

た
が

、
Ｙ

は
平

成
1
6
年
5
月

に
職

場
の

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
等

に
つ

い
て

の
管

理
者

研
修

を
実

施
し

て
お

り
、
A
を

含
む

管
理

者
が

受
講

し
て

い
る

事
か

ら
Ｙ

に
お

い
て

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策

が
何

ら
執

ら
れ

て
い

な
い

と
い

う
こ

と
は

で
き

な
い

こ
と

か
ら

、
Ｙ

の
安

全
配

慮
義

務
違

反
も

認
め

ら
れ

な
い

。
業

務
改

善
の

指
導

に
つ

い
て

は
、

必
ず

し
も

達
成

が
容

易
な

目
標

で
は

な
か

っ
た

も
の

の
、

不
可

能
を

強
い

る
も

の
と

は
い

え
な

い
も

の
で

あ
り

、
改

善
を

求
め

る
こ

と
に

よ
り

、
Ａ

が
強

度
の

心
理

的
負

荷
を

受
け

、
精

神
的

疾
患

を
発

症
す

る
な

ど
し

て
自

殺
に

至
る

と
い

う
こ

と
に

つ
い

て
、

Ａ
の

上
司

ら
に

予
見

可
能

性
は

な
か

っ
た

と
い

う
ほ

か
な

い
。
 

事
例

1
0
．
Ｍ

事
件

（
高

松
高

判
 
平

2
1
.４

.2
3
）
 

使
用

者
の

債
務

不
履

行
責

任
（
安

全
配

慮
義

務
違

反
）
が

問
わ

れ
た
例

 

-
1
8
-
 



  事
案
の
概
要
・
結
果
 

 
Ｘ

が
、

勤
務

先
の

上
司

で
あ

る
Ｙ

の
「

意
欲

が
な

い
、

や
る

気
が

な
い

な
ら

、
会

社
を

辞
め

る
べ

き
だ

と
思

い
ま

す
」

な
ど

と
記

載
さ

れ
た

電
子

メ
ー

ル
を

Ｘ
と

そ
の

職
場

の
同

僚
に

送
信

し
た

行
為

は
名

誉
毀

損
又

は
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

で
不

法
行

為
を

構
成

す
る

と
主

張
し

て
慰

謝
料
1
0
0
万

円
を

請
求

し
た

。
 

 
結

果
、

控
訴

の
一

部
認

容
。

慰
謝

料
５

万
円

。
 

 判
旨
の
概
要
 

 
本

件
メ

ー
ル

に
は

、
退

職
勧

告
と

も
、

会
社

に
と

っ
て

不
必

要
な

人
間

で
あ

る
と

も
受

け
取

ら
れ

る
お

そ
れ

の
あ

る
表

現
が

盛
り

込
ま

れ
て

お
り

、
人

の
気

持
ち

を
逆

撫
で

す
る

侮
辱

的
言

辞
と

受
け

取
ら

れ
て

も
仕

方
の

な
い

記
載

な
ど

の
ほ

か
の

部
分

と
も

あ
い

ま
っ

て
、

Ｘ
の

名
誉

感
情

を
い

た
ず

ら
に

毀
損

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
は

明
ら

か
で

あ
り

、
上

記
送

信
目

的
が

正
当

で
あ

っ
た

と
し

て
も

、

そ
の

表
現

に
お

い
て

許
容

限
度

を
超

え
、

著
し

く
相

当
性

を
欠

く
も

の
で

あ
っ

て
、

Ｘ
に

対
す

る
不

法
行

為
を

構
成

す
る

と
い

う
べ

き
で

あ
る

。
 

 
Ｘ

は
、

「
本

件
メ

ー
ル

は
、

上
司

が
部

下
を

指
導

し
た

り
叱

咤
激

励
す

る
と

い
う

も
の

で
は

な
く

、

部
下

の
人

格
を

傷
つ

け
る

も
の

で
、

い
わ

ゆ
る

パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
と

し
て

違
法

で
あ

る
」

旨
主

張
し

て
い

る
が

、
本

件
メ

ー
ル

が
、

そ
の

表
現

方
法

に
お

い
て

、
不

適
切

で
あ

り
、

Ｘ
の

名
誉

を
毀

損
す

る
も

の
で

あ
っ

た
と

し
て

も
、

そ
の

目
的

は
、

Ｘ
の

地
位

に
見

合
っ

た
処

理
件

数
に

到
達

す
る

よ
う

Ｘ
を

叱
咤

督
促

す
る

趣
旨

で
あ

る
こ

と
が

う
か

が
え

、
そ

の
目

的
は

是
認

す
る

こ
と

が
で

き
る

の
で

あ
っ

て
、

Ｙ
に

パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
の

意
図

が
あ

っ
た

と
ま

で
は

認
め

ら
れ

な
い

。
 

事
例

1
1
．
Ｍ

上
司

事
件

（東
京

高
判

 
平

1
7
.４

.2
0
）
 

当
事

者
の

責
任

が
問

わ
れ

た
例

 

-
1
9
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   事
案
の
概
要
・
結
果
 

 
Ｎ

大
学

の
公

衆
衛

生
学

教
室

の
助

手
で

あ
っ

た
Ｘ

が
、

同
教

室
の

教
授

で
あ

っ
た

Ｙ
１

か
ら

、

数
々

の
嫌

が
ら

せ
を

受
け

、
そ

の
人

格
的

利
益

を
侵

害
さ

れ
た

と
し

て
損

害
賠

償
を

、
Ｙ

（
県

）
に

対
し

て
国

家
賠

償
法
1
条

に
基

づ
き

、
Ｘ

の
精

神
的

損
害

及
び

弁
護

士
費

用
の

賠
償

を
請

求
す

る
と

と

も
に

、
Ｙ

は
Ｘ

の
雇

用
者

と
し

て
、

働
き

や
す

い
職

場
環

境
を

提
供

す
べ

き
雇

用
契

約
上

の
義

務
が

あ
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
こ

れ
を

尽
く

さ
な

か
っ

た
と

し
て

、
債

務
不

履
行

に
基

づ
き

、
賠

償
請

求
を

し
た

。
 

 
結

果
、

第
一

審
は

請
求

の
一

部
認

容
、

慰
謝

料
5
0
万

円
及

び
弁

護
士

費
用

５
万

円
の

支
払

。
Ｘ

と

Ｙ
県

が
そ

れ
ぞ

れ
控

訴
し

、
Ｘ

の
控

訴
棄

却
、

Ｙ
県

の
控

訴
一

部
変

更
（

慰
謝

料
1
0
万

円
、

弁
護

士

費
用

１
万

円
の

支
払

）
。
 

 判
旨
の
概
要
 

 
Ｙ

１
が

、
Ｘ

の
Ａ

短
期

大
学

の
兼

業
申

請
に

押
印

し
な

か
っ

た
こ

と
に

つ
い

て
、

Ｙ
１

は
、

Ｘ
か

ら

提
出

さ
れ

た
兼

業
承

認
申

請
に

記
載

の
時

間
数

が
三

転
し

た
こ

と
に

つ
い

て
、

Ｘ
に

説
明

を
求

め
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

Ｘ
が

こ
れ

に
応

じ
な

か
っ

た
た

め
で

あ
る

と
主

張
す

る
が

、
Ｘ

は
、

同
申

請
の

兼
業

時
間

が
変

転
し

た
の

は
講

義
時

間
数

の
減

少
が

原
因

で
あ

る
こ

と
を

一
応

説
明

し
て

い
る

も
の

と
認

め
ら

れ
、

他
方

Ｙ
１

は
、

い
わ

ゆ
る

「
リ

ア
ル

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

」
（

新
学

期
が

始
ま

る
直

前
に

Ａ
短

期
大

学
に

お
い

て
作

成
さ

れ
る

行
事

予
定

表
）

の
持

参
に

こ
だ

わ
っ

て
、

Ｘ
の

説
明

を
受

け
付

け
な

か
っ

た
も

の
と

認
め

ら
れ

る
。

Ｘ
に

よ
れ

ば
、

Ｙ
１

が
持

参
を

求
め

た
時

点
に

お
い

て
は

、
未

だ
「

リ
ア

ル
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
」

は
作

成
さ

れ
て

い
な

い
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

の
で

あ
り

、
そ

の
よ

う
な

書
類

の
提

出
に

こ
だ

わ
っ

て
兼

業
承

認
申

請
へ

の
押

印
を

拒
否

す
る

の
は

合
理

性
を

か
く

も
の

で
あ

る
の

が
明

ら
か

で
あ

り
、

嫌
が

ら
せ

の
要

素
が

あ
る

と
推

認
で

き
る

。
 

 
こ

の
こ

と
に

よ
っ

て
、

Ｘ
は

同
短

期
大

学
の

講
義

を
休

講
せ

ざ
る

を
得

な
か

っ
た

も
の

で
あ

り
、

兼
業

承
認

は
公

権
力

を
行

使
す

る
Ｙ

１
の

職
務

上
の

行
為

と
い

う
べ

き
で

あ
り

、
Ｙ

１
の

当
該

行
為

は
国

家
賠

償
法

上
の

違
法

行
為

で
あ

る
。
 

事
例

1
2
．

Ｎ
大

ア
カ

ハ
ラ

事
件

（大
阪

高
判

 
平

1
4
.１

.2
9
） 

当
事

者
の

責
任

が
問

わ
れ

た
例

 

-
2
0
-
 



   事
案
の
概
要
・
結
果
 

 
勤

務
先

Ｙ
の

従
業

員
Ｘ

が
、

他
の

女
性

従
業

員
Ｂ

、
Ｃ

を
い

じ
め

等
の

陰
険

な
行

動
に

よ
り

退
職

に
追

い
込

ん
だ

こ
と

、
入

社
３

年
６

ヶ
月

を
経

過
し

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

事
務

ス
キ

ル
が

上
が

っ
て

お
ら

ず
、

今
後

も
上

が
る

望
み

が
な

い
こ

と
を

理
由

に
、

Ｙ
が

Ｘ
を

解
雇

し
た

た
め

、
Ｘ

が
Ｙ

に
対

し
、

解
雇

無
効

（
労

働
契

約
上

の
地

位
確

認
）

と
賃

金
支

払
い

を
請

求
し

た
。
 

 
結

果
、

請
求

認
容

。
労

働
契

約
上

の
地

位
確

認
、

解
雇

後
の

未
払

賃
金

の
支

払
。
 

 判
旨
の
概
要
 

 
他

の
従

業
員

Ｂ
及

び
Ｃ

が
Ｄ

社
長

に
対

し
、

Ｘ
に

よ
る

い
じ

め
等

に
つ

い
て

苦
情

を
訴

え
た

こ
と

、

Ｂ
及

び
Ｃ

が
入

社
後

短
期

間
の

う
ち

に
退

職
し

て
い

る
こ

と
等

か
ら

Ｘ
と

Ｂ
及

び
Ｃ

と
の

間
に

感
情

的
な

ト
ラ

ブ
ル

が
あ

っ
た

こ
と

は
う

か
が

わ
れ

る
が

、
Ｘ

は
、

Ｂ
及

び
Ｃ

の
苦

情
に

係
る

事
実

を
否

定
し

て
い

る
こ

と
、

苦
情

に
係

る
事

実
関

係
の

真
偽

に
つ

い
て

、
Ｙ

は
Ｘ

あ
る

い
は

他
の

職
員

に
対

し
て

、
確

認
す

る
等

の
作

業
を

行
っ

た
と

は
認

め
ら

れ
ず

、
苦

情
に

係
る

事
実

が
あ

っ
た

こ
と

を
証

す
る

に
足

り
る

的
確

な
証

拠
が

あ
る

と
は

言
い

難
い

こ
と

、
Ｘ

の
す

ぐ
隣

の
席

で
執

務
を

し
て

い
た

部
長

も
Ｃ

及
び

Ｂ
か

ら
の

苦
情

に
つ

い
て

、
Ｘ

に
対

し
て

注
意

指
導

等
を

行
っ

た
と

は
認

め
ら

れ
な

い
こ

と
な

ど
の

点
か

ら
、

Ｘ
の

Ｂ
及

び
Ｃ

に
対

す
る

言
動

に
多

少
配

慮
の

欠
け

る
点

が
あ

っ
た

こ
と

は
否

定
で

き
な

い
も

の
の

、
Ｘ

が
両

名
に

対
し

て
い

じ
め

等
の

行
為

を
行

っ
て

い
た

と
ま

で
認

め
る

こ
と

は
で

き
な

い
。
 

 
ま

た
、

仮
に

、
Ｂ

及
び

Ｃ
の

申
し

出
に

係
る

Ｘ
の

言
動

が
あ

っ
た

と
し

て
も

、
Ｙ

は
、

当
該

各
事

実
に

つ
い

て
、

Ｂ
及

び
Ｃ

の
言

い
分

と
Ｘ

の
言

い
分

を
十

分
に

聴
取

し
た

上
で

、
Ｘ

に
対

し
て

、
明

確
な

注
意

指
導

あ
る

い
は

懲
戒

を
行

う
な

ど
し

て
Ｘ

の
態

度
及

び
職

場
環

境
の

改
善

を
図

る
べ

き
で

あ
る

と
こ

ろ
、

事
実

関
係

の
調

査
を

行
っ

た
と

は
認

め
ら

れ
ず

、
Ｘ

の
言

い
分

を
聴

取
し

て
適

切
な

措
置

を
執

っ
た

こ
と

を
認

め
る

に
足

り
る

的
確

な
証

拠
も

な
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東京ガスグループにおける「元気の出る職場づくり」に関する取組みについて 

 
１． 基本方針 

東京ガスグループ 私たちの行動基準（７つの約束の第４番目） 
「私たちは、ともに働く仲間を大切にします」 
（１） 人権の尊重 

① 私たちは、人権を尊重し、人種、宗教、性別、年齢、出身、国籍、障害、学歴、

社会的地位などによる差別や嫌がらせを行いません。 
② 私たちは、雇用形態・性別の違いや肩書きなどにかかわらず、お互いの立場を尊

重し、誰に対しても平等に接します。 
 ③ 私たちは、セクシャル・ハラスメントやパワー・ハラスメントなど、個人の尊

厳を損なう行動を許しません。また、それらを見過ごすことも許しません。 
（２） 元気の出る職場づくり 

① 私たちは、一人ひとりが自らの能力を最大限に発揮でき、お互いの個性を尊重し

あえる、活力あふれる職場をつくります。 
② 私たちは、一人ひとりが必要な情報を共有するとともに、自由に発言、議論でき

る、風通しの良い職場をつくります。 
 

２． 東京ガスの人権啓発への取組み体制 

（１） 職業安定所からの要請による、公正な採用選考の徹底を契機に 
人権啓発推進体制強化を実施（１９７９年） 

中央人権啓発推進委員会設置  
支部人権啓発推進委員会設置 

（２） 東京人権啓発企業連絡会に入会（１９８１年） 
（３） 人事部内に人権啓発室を開設（１９９３年） 

東京ガスグループの人権課題は「円滑なコミュニケーションに尽きる」という見解

を経て、コミュニケーション支援室に名称改称（２００１年） 
経営倫理委員会の方針のもと、専門部門としてコンプライアンス部が設置され人事

部より組織移管され、コンプライアンス部コミュニケーション支援室となる 
（２００２年） 

（４） 人権啓発推進リーダーの養成（１９９５年～ ：年間を通じて養成） 
第１１期までで１６４名（現役ベース）養成。 
次期第１２期は、２０１２年５月開講予定。 
人権啓発推進リーダーは、「元気の出る職場づくり」実現のための各職場における推

進役。自職場において、研修等積極的に人権啓発活動を行うとともに、職場で発生

した一次相談窓口機能も務める。 
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３． 研修プログラム 

（１） 階層別研修 
新入社員研修・入社３年目研修・担当職１級昇格者研修・主幹職２級昇格者研修 

（２） 部門・関係会社・協力会社等の研修支援 
（３） 人権啓発推進リーダー養成講座の開催 

 
４． 研修の進め方 

（１） 講義研修（対話尊重） 
日常事例をテーマとした質問による対話 

（２） 話し合い型研修（参画型研修） 
ＶＴＲ、ケースワーク、新聞記事等の活用 
参加者提供情報の活用 
→職場の「ちょっと気になる事例」に基づくグループディスカッションを中心とし

た話し合い研修 
 

５． 相談窓口 

（１） 相談窓口 
・ コンプライアンス推進室 
・ コミュニケーション支援室 
・ 各職場、関係会社、ライフバル（協力会社） 

（２） 相談件数 
２０１０年度実績 ５１件  

 
６．コンプライアンス・アンケートの実施 

コンプライアンス推進室主催 
 

７． 新任管理者研修会 

   人事部主催、服務問題事例集活用 
 
 

以上 
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３.研修プログラム

（1）階層別・部門・関係会社・外部研修

回数 参加者数（関係会社参加者） 回数 参加者数
5 822 561 6 649
6 212 102 9 340

10 241 99 4 114
8 147 50
8 318
5 74 7 105
1 204
1 430
44 2,448 812

172 4,854
1 35 ＊（関係会社は内数）

11 963
228 8,300

（２）主な研修コンテンツ

① 新入社員研修：セクハラ（定義等の確認）
　　　　　　　人権入門(ビデオ＆ディスカッション）

② ３年目研修：パワハラ（ビデオ研修）
　　　　　　セクハラ（セルフチェックシート）
　　　　　　ちょっと気になる事例

③ 担当職１級：パワハラ（討議シート）
　　　　　　セクハラ（ケースワーク）
　　　　　　働きやすい職場を目指して(ビデオ＆ディスカッション）

④ 主幹職２級：セクハラ(ケースワーク)
　　　　　　ちょっと気になる事例
　　　　　　職場の人権（ビデオ＆ディスカッション）

「ちょっと気になる事例テーマ」
・上司と部下
・先輩と後輩・同僚
・職場のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ（あいさつ）
・職場のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ（さん付け）
・職場環境
・協力会社・取引先・発注者
・性差別
・学歴
・パワハラ・アルハラ
・同和問題
・障害者
・その他

２０１１年度

採用担当者研修

研修コース
２０１０年度

新入社員研修
入社３年目研修
担当職１級昇格者研修
主幹職２級昇格者研修

階
層
別
研
修

部門研修
関係会社研修
外部研修講師
合計

計

人権ﾘｰﾀﾞｰ養成講座
人権ﾘｰﾀﾞｰフォロー研修
人権勉強会
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５.相談窓口について

（1）相談窓口と受付体制

■コンプライアンス推進室
相談方法 備考

社内受付窓口 平日　　9-12：13-17 電話・メール

社外受付窓口 木・金　13-20（休日を除く） 電話・メール 法律事務所

■コミュニケーション支援室
相談方法 備考

社内受付窓口 平日　　9-12：13-17 電話・メール・郵便

社外受付窓口 月～金　12-21　/　土　9-19 電話 社外契約

（２）相談件数

■年間相談件数

【２０１０年度】

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進室 コンプラ部合計
件数 （＊内準社員・関係会社） 件数（＊） 件数（＊）

パワハラ 6 3 5 11
性差別（セクハラ） 6 3 2 8
会社の制度 3 2
職場問題（環境） 17 11
アドバイス依頼 18 2
身体的諸諸症状 0 0
プライバシー 1 0

計 51 21 50（＊31） 101（＊52）

（1）相談分類がｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ支援室とｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進室の分類が異なる。

（2）パワハラの相談概要では、上司からの暴言、職場の同僚からの無視、飲酒の強要等

■２０１０年～２００７年年間相談件数

パワハラ 6 9 14 9
性差別（セクハラ） 6 7 1 2
会社の制度 3 6 3 3
職場問題（環境） 17 19 10 27
アドバイス依頼 18 18 16 15
身体的諸諸症状 0 0 3 0
プライバシー 1 0 0 0

計 51 59 47 56

2007年

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ支援室

分類 2010年 2009年 2008年

受付時間

受付時間

分類
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JFEスチール（株）における取組 
 

JFEスチール（株）では、社員の人権研修の一環として、人権は企業にとって重要な
経営基盤であることを説明した上で、下記のチェックリスト（事例はいずれも一例）を
用いて、社員が意見交換を行うという取組を行っている。 
具体的には、講師が事例を一問ずつ読み上げ、受講生が各自で判定をしていく。全部

が終わったところで、受講生がグループで判定結果を意見交換する。最後に、講師が「参
考」として解説を行っている。 
判定には「正解」がある訳ではないが、似たような行為が起こっている職場にとって

は、自分の言動への気付きを促すこととなって抑止力が働く効果や、職場で似たような
行為があったときに、気軽に指摘し合える効果を期待している。 
なお、事例作成のポイントは、①いかにも起こりそうなものにしてあること、②「正

解」を判定するには各場面の補足設定が必要な内容としておくことである。 

こんな職場って、どうよ？ 

 魅力に富み、働きがいのある職場にするために、あなたの知識、感性、体験そして想

像力で、ちょっとチェックしてみてください。 

 なお、事例は具体的に職場が特定されないように配慮し、また教材のため一部誇張した部分がある

ことをご了承ください。 

１、判定：問題あり×  やや問題あり△  微妙◇  許容できる○  問題なし◎ 

 事例 判定 

１ 明日の会議の資料作成をし、印刷ホッチキス止めしていたら「、馬鹿かお前、そ

んなことは女子にやらせろ」という上司 

 

２ 翌朝の８時からの役員報告を前に、前日夕方部長に事前説明。部長は細かく、資

料の内容より体裁にこだわる。文字の大きさ、図表の位置、ラインマーカーの色

等修正指示。明日朝７時から、再度説明しろと命令。 

 

３ アルコールが苦手なＳ君にむかって室長が、「よくそんなんで営業が勤まるな」と、

言っている。下を向いているＳ君。 

 

４ 朝、室長から会議室に呼ばれて「プライベートなことで、言いにくいんだけどね、

少し香水がきついんじゃないかって、みんなが言っているんだけど・・・」と、

言われた。 

 

５ 業務報告をしている最中、部長は渡した資料を見ずにパソコンに向かったままで、

私とはろくに視線も合わさない。そういうことが多い。 

 

６ 「おーい、Ａ４の紙がないぞ、紙が」とコピー機の前で怒鳴る上司  

７ 「そんな、甘いこと言っているから現場がつけあがるんだ、もっと本社らしくび

しっと言わんか」と言う上司。 

 

８ 上司は「いつ、決まったんだ、俺は聞いてないぞ」と、大きな声をあげることが

多い。 

 

９ 先輩から「あなたって、本当に教えがいのない人ね、何回言っても同じ失敗、や

らかすんだから」と、言われた。 

 

１０ 他の人がいるところで室長から「馬鹿か、おまえ・・・。うちの会社で良かった

な、他ならとっくにくびだぞ」と言われる。 

 

１１ 「俺の若かったころの部長はもっと厳しかったぞ。だけど、みんな必死に働いて

部長の期待に応えたもんだ。それに比べて最近の奴は・・」が口癖の部長。 

 

１２ 新職場に異動してまだ日が浅い頃、年末年始にあわせて年休を申請したら、上司

から「勇気あるな」と言われた。 

 

１３ 社員旅行に行かない理由に、子どもの運動会を言ったら、「職場の人間関係とどっ

ちが大事なんだ」と上司は不快そうだ。 

 

１４ 腰痛で休んだら、あと１０キロ痩せろと上司から言われた。  
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厚生労働省「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」第 5 回会合

（2011.12.22）内藤提出資料 2 

 

 

 

 

 

 

ハラスメントに関する労使の取組み事例 

 

 

 

1. ZF 労働組合 
2. 日本介護クラフトユニオン及び 
日本介護クラフトユニオン YB 分会 

3. YD 社 
4. UI ゼンセン同盟 

 

 

 

 

 

 

 

『職場のいじめ・嫌がらせの解決・防止に向けた労使の取組み―労使ヒアリング 

調査結果概要―』（JILPT 資料シリーズ、2012 年 3 月刊行予定、約 37 事例収録） 
より 4 事例抜粋 

 

 

 

 

 

労働政策研究・研修機構（JILPT） 
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ZF 労働組合（東京、ヒアリング実施日 2011.7.19）  
 
1. 組織概要 

組合員数：約 12,000 名（男性約 10,600 名、女性約 1,400 名）、組合員の範囲：ZF 社

（製造業、本社：東京）を含む関連 12 社の従業員が加入（ユニオン・ショップ制。非正

規従業員は非組合員）、組合支部数：全国 15 支部 41 分会、専従役員：10 名（本部 4 名、

支部 6 名）。 
 
2. ハラスメントの発生状況等 

2010 年 9 月に実施した組合員対象のアンケートでは、「職場にセクハラ・パワハラ・

いじめがあると思う」との回答が 10％であった。職場の人間関係については、「よくな

いと思う」15％、「どちらともいえない」25％、「そう思わない」65％という結果であっ

た。 
同アンケートで、「仕事で精神的ストレスを感じる」と回答した組合員が 81％である

ところ、そのうち、「常に感じる」は 20％、「感じることが多い」24％、「時々感じてい

る」37％との結果であった。ストレスの理由については、（自身に対する）パワハラ・い

じめがあるからストレスを「常に感じる」2％、「感じることが多い」1％、「時々感じて

いる」0.5％。上司や同僚との人間関係が良くないからストレスを「常に感じる」5％、「感

じることが多い」4％、「時々感じている」3％。職場で孤独を感じたり相談相手がいない

からストレスを「常に感じる」4％、「感じることが多い」3％、「時々感じている」2％と

いう結果であった。 
 
3. ハラスメント発生の背景・原因と考えられるもの 

・問題の顕在化 

昔からパワハラ的なことは存在したが、「ハラスメント」「メンタルヘルス」と名前

がつき、それに対して社会的な対応がなされるようになったことで顕在化したのでは

ないか。 
・職場のコミュニケーション・人間関係の欠如 

最大の要因は、上司が忙しすぎること。部門内の仕事の管理が精一杯で、部下の管

理までしている余裕がない。会議ばかりで現場に不在。組合としては、管理職が現場

にいて、部下とのコミュニケーションをとれるような組織づくりの実現が必要である

と、組合役員研修や労使協議等を通じて、職場のコミュニケーションの大切さを訴え

ている。 

・能力・成果傾注による弊害 
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4. ハラスメント対策導入の経緯・意義 

・健康で安全な職場づくり 

組合では、安全衛生の取組みは「労使で最も優先されるべき活動」との共通認識の

もと、「健康で安全な職場づくり」を推進。2010 年度運動方針では、安全衛生の取組

みの 1 つとして、「セクハラ・パワハラの職場チェックと撲滅に向けた取り組み」を掲

げた。 

 
5. ハラスメント対策の具体的内容 

・組合員アンケートでのハラスメントの実態把握 

2010 年 9 月に実施した組合員アンケートで、職場のセクハラ・パワハラ・いじめの

有無等について質問している（結果は上記 2 参照）。2 年ごとに全組合員に対し実施。

その結果は、他の支部の結果も含めて、各支部に伝え、全体および他の支部との比較

によって自分の支部の課題が浮き彫りになるようにして、各支部内で取り組むべき課

題としたり、労使協議の材料にしたりしている。 
 
・相談窓口の設置 

本部および各支部に 1～2 か所設置されている書記局において、相談窓口を設置（ハ

ラスメントに限らない総合相談窓口）。支部委員の日常の活動でカバーしきれない部分

のフォローツールとして書記局に相談窓口を設けている。また、組合員は何かあった

ときに組合に相談できるということを自明のこととして認識しているとは限らないの

で、普段から窓口の存在をアピールすることで、組合員に「何かあったら相談に行け

る」という認識をもってもらう意義がある。また、相談窓口という形を作ることによ

って、組合役員に対して、組合員の相談を受けなければいけないという自覚を促すと

いう意義もある。 

 

・組合役員と組合員との日常の対話集会の開催 

組合役員が、ハラスメントを含む職場の問題点・課題を認識するために対話集会を

日常的に開催。組合員とのコミュニケーションが重要。 

 

・労使「働きがい」推進委員会での労使協議 

「働きがい」推進委員会は、不定期（2 カ月に 1 度くらい）に、会社における日常

の課題について、労使双方で本音で議論。目的は、議論を通じて問題意識の共有化を

図ること。テーマは多岐にわたるが、現場におけるハラスメントの実情について議論

することもある。 
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6. 今後の課題 

・相談に来やすい環境づくり 

具体的には、いざというときに組合員が相談に来る気になれるような、組合役員と

組合員との人間関係の構築。窓口の周知というよりも、日頃から組合役員が職場でコ

ミュニケーションをしっかり取っていくことが大事である。 
 
7. 行政等への要望 

・法制度化 

ハラスメントの定義付け等が難しいのは分かるが、セクハラが制度化後これだけ減

ってきているということを考えると、きちんと法制度化することの効果は大きいので

はないか。同社の罰則規定でも、セクハラに関する項目はあるが、パワハラはない。

法制度化すれば、会社の規則・罰則の中にも盛り込まれてくるだろう。どういった形

になろうと、法制度化されれば、企業としても何がしかの対応をせざるを得なくなり、

間接的に企業の取り組みにも影響を与えうる。 
・ハラスメントに関する裁判例情報の提供 

・他社の取組みとその効果に関する情報提供 
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日本介護クラフトユニオン（東京、ヒアリング実施日 2011.8.25）  

 
1. 組織概要 

組合員数：62,196 名（2011 年 2 月現在）、組合加盟単位：事業所加盟 40 分会（ユニ

オンショップ協定）と個人加盟約 80 名、上部団体：UI ゼンセン同盟及び連合。一企業

＝一単組という枠を超えて、介護業界およびその関連業界で働く労働者を組織する職業

別労働組合として、2000 年 4 月の介護保険制度施行にあわせ、同年 2 月 27 日に結成。 
 
2. ハラスメントの発生状況等 
・ハラスメントに関する実態調査の結果 

同組合で毎年行っている就業意識実態調査の中で、2010 年はハラスメントを特集。

2010 年のアンケートでは「パワハラがある」11.8％、6.9％（月給制組合員、時給制組

合員の順、以下同）／「ある」の回答のうち、「上司からパワハラ」75.7％、61.7％、

「介護サービス利用者から」9.2％、14.8％、「利用者の家族から」11.8％、6.2％／「誰

にも相談しなかった」47.4％、33.3％／相談しなかった理由「相談しても解決しない

と思ったから」70.8％、74.1％／相談した場合の相談相手「上司」66.3％、61.1％、「同

僚」48.8％、57.4％（複数回答あり）／相談した場合「解決に向けて対応してくれた」

70.0％、59.3％、「対応してくれなかった」27.5％、37.0％／「モラハラがある」16.6％、

17.2％／「ある」の回答のうち、「上司からモラハラ」47.4％、35.0％、「同僚から」

39.4％、57.1％等。調査結果は各職場に通知。 
 

・ハラスメントの当事者・行為 

職員間でのハラスメントに加えて、介護サービス利用者やその家族等によるハラス

メントが多いのが介護業界のハラスメントの特徴。利用者やその家族からのハラスメ

ントは、介助の際に身体をさわる、「抱きつき」といったセクハラ行為、暴言や業務の

範囲を超える介助の強要といった行為。職員間でのハラスメントは、上司から仕事を

回してもらえない、暴言や無視といったハラスメントが中心。 

 
・「職場の人間関係」が理由の離職多い 

  ハラスメントと直接関連しているわけではないが、同組合の就業意識実態調査（2009
年）によれば、現在の仕事の前の介護の仕事を辞めた理由の第 1 位は「賃金が低い」

（月給制組合員 24.5％、時給制組合員 19.1％）であるが、第 2 位は「職場の人間関係

（上司との関係）」であり、同 17.5％及び 12.9％であった。「職場の人間関係（同僚と

の関係）」を理由に挙げた組合員も同 7.8％及び 9.7％存在している。 
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3. ハラスメント発生の背景・原因と考えられるもの 
・利用者やその家族からのハラスメントの場合 

(1)介護労働（者）が利用者から軽んじて見られていること。 
(2)お金を払う側と支払われる側という関係。お金を払っているという権利意識。 
(3)高齢になると頑固・わがままになり、マナー違反を犯しやすい場合もあること。 
(4)在宅介護の場合、利用者と密室で接する機会も多く、他者の目による抑止力が働か

ないこと。 
 
・職員間でのハラスメントの場合 

(1)業界の低賃金構造、人手不足による過重労働によって職場内で不満やイライラが鬱

積していること。 
(2)業界の歴史が浅いこと、また労働移動が激しいことから勤務実績、管理能力が十分

でない人材でも管理職として登用せざるを得ないこと。 
 
4. ハラスメント対策導入の経緯・意義 

組合結成後、職員間のハラスメントだけでなく、介護サービス利用者やその家族等の

第三者からのハラスメント（特にセクハラ）の相談が寄せられることがあり、この問題

への対応が必要だったことに加え、上部団体である UI ゼンセン同盟の啓発活動もあり、

取組みを始めた。 
 
5. ハラスメント対策の具体的内容 
・相談窓口（組合員専用フリーダイヤル）の設置 

組合員の相談窓口として本部にフリーダイヤルを設置し、事業所の問題に精通した

各分会役員が実際に相談に乗る。相談内容はハラスメントに限らない。ただ、ハラス

メントに関する相談件数は年間 10 件程度であり、相談件数全体に占めるハラスメント

に関する相談件数は多くない。 
 
・ハラスメントに関する組合員を対象とした実態調査の実施 

同組合で毎年行っている就業意識実態調査の中で、2010 年はハラスメントを特集。 
 
・分会向けのハラスメント対策に関する研修の開催 

同組合の教育部がハラスメントに関する研修を行っている。具体的には、分会からの

要請を受け、分会役員を対象にハラスメントの基礎知識を身につけてもらい、ハラスメ

ント対策の重要性を共有することを目的に研修を開催。会社側役員が参加した回もある。

その際、映像資料も活用。組合役員が研修で得た情報や知識を一般組合員にどう浸透さ
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せていくかが今後の課題。 
 
・ハラスメントに関する労使協定締結の推進 

2010 年秋から、各分会で労使協定「セクシュアルハラスメントに関する協定」及び

「パワーハラスメントに関する協定」の締結を目指したところ、2010 年末までに 40
分会のうち 12 分会が両協定を締結した。セクハラは均等法指針に明文化された定義が

あるので会社側も意義を理解するが、法に規定がないパワハラに取り組むことについて

は消極的であるため、締結はなかなか難しい。 
 
・パワーハラスメントの定義 

  同組合の「パワーハラスメントに関する協定」案では、パワハラについて「職場に

おける地位や職権など相手に対してのなんらかの優位性を発揮できる力を背景にして、

本来業務の範疇を超えて、継続的に、人格と尊厳を傷つける行為を行い、就労者の働

く環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与えること」と定義している。 

 
6. 今後の課題 
・ハラスメントに関する労使協定の実際の運用 

ハラスメントに関する労使協定の締結は進めてきたが、その中身の運用については

まだ十分でなく、実際の活用まで至っていない。 
 
・介護サービス利用者のマナー向上 

利用者からのハラスメントを防止するために、介護を受ける際の利用者のマナー向

上に向けての継続的な取組みが必要。 
 
7. 行政等への要望 
・パワハラ・モラハラを規制する法律の制定 
  パワハラ・モラハラを規制する法律があれば、使用者と闘う大きな武器になるので、

例えば諸外国の法政策を参考にして、これらのハラスメントに関する法律を制定して

もらいたい。 

 

・企業経営へのリスクである点の啓発 
業界団体・経営者団体には、ハラスメントの存在が会社の利益や売り上げにマイナ

スに影響するリスク要因であることを会社側に認識してもらえるような啓発活動に取

り組んでもらいたい。 
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日本介護クラフトユニオン YB 分会（東京、ヒアリング実施日 2011.9.13）  
 
1. 組織概要 

分会員数：約 2,600 名、分会員の範囲：YB 社（介護サービス、本社東京）の従業員（ユ

ニオンショップ協定に基づく）、専従者：1 名（分会長）、YB 社の事業所（拠点）数：全

国 9 支店 120 拠点。 
 
2. ハラスメントに関する相談内容 
 以下事例はいずれも、後掲のハラスメントに関する労使協定締結後の相談である。 

〈事例 1：上司の「辞めてもらう」発言〉 
エリアを管轄する支店長代理（30 代前半男性正社員）から「今後、利益を出さなけれ

ば辞めてもらう」という趣旨のパワハラ発言を受けたと営業所の 50 代男性正社員から組

合（YB 分会）宛てに相談が入る。相談を受けて分会と会社は当人同士の話し合いの場を

2 回設けたが、支店長代理は発言を認めず、相談者は納得できない。会社は、相談者が

そう受け止めたということは、やはりそのような発言があったのだろうと判断し、上記

の発言をパワハラ行為と認定、被害者の要求を受けて加害者に対して 3 ヶ月間の 10％減

給の懲戒処分を下して決着した。 
背景には、介護業界では年齢が若く職務経験も浅い職員が管理職に登用される場合が

多いということ、しかし管理職教育が十分に行われていないということがある。結果、

軽率な発言をする管理者が出現。また本事例では、管理者が何人も変わる中、営業所を

事実上支えてきた相談者に対し、異動してきたばかりの支店長代理が上記のような発言

してしまうなど、営業所とのコミュニケーション・信頼関係ができていなかったという

事情もあった。 
 

〈事例 2：特定の人に対する厳しい叱責や緊急の休日出勤要請〉 

 組合（YB 分会）は上司の言い方がきつい、休日出勤も含めて他の社員よりも多く仕事

を割り振られて休みたいのに休めないという組合員からの苦情・相談を受けた。この苦

情に対して組合が調査に乗り出したところ、訴えてきた組合員の働き方にも問題があり、

また組合員自身が当初、たくさん働いて賃金を多く得たいと訴えていたという事実が発

覚した。組合は調査に基づいて組合員との対話を進めていったが納得を得られず、その

後、組合員は退職した。 
 組合はこの事例に関してお互いのコミュニケーション不足が原因で生じたと見る。YB
社の訪問介護サービスではパート職員のいない時期や時間帯に利用者からの緊急の介護

要請があった場合は正規職員が対応せざるを得ないのが現状であったが、管理者はそれ

を当然視し、厳しい口調で相談者に出勤の指示を出したことで、相談者との関係が悪化
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したのではないかと組合は分析している。 
 
3. ハラスメント発生の背景・原因と考えられるもの 
・介護業界の慢性的な人手不足 
  介護業界では介護保険で決められたほぼ最低限の人員配置で運営していることが多

く、職員 1 人が病気やけがなどで休むとてんてこ舞いになってしまうのが現状。人手

不足などで余裕がなくなると、コミュニケーション不足になるだけでなく、相手の立

場にたって話ができないことも出てくる。 

 
4. ハラスメント対策導入の経緯・意義 
・組合本部の指導 

同分会にハラスメントに関する相談が寄せられていたわけではなかったが、組合本

部のハラスメント防止に関する取組みのなかで協定作りの指導を受けて協定締結、規

程要求に取り組んだ。 
 
・相談先の明確化の必要性 

組合や会社に相談が寄せられていなかった理由には、相談窓口がわからないという

こともあり得たため、パワハラを受けた際どこに相談すれば対応してくれるのか組合

員がすぐにわかるようにすることが重要と考え、後掲の労使協定・規程の中に相談窓

口の設置や場所を明記。 
 
5. ハラスメント対策の具体的内容 
・会社側とハラスメントに関する労使協定を締結 

UI ゼンセン同盟作成の協定例を参考にした「パワーハラスメントに関する協定」を

2009 年 11 月に締結。ハラスメント問題の啓発およびハラスメントに関する相談窓口

の設置が目的。締結後は、事業所ごとに開く職場集会で周知。 
同分会の見解では、この労使協定と後掲の規程の射程に、最近増えている介護サー

ビス利用者及びその家族等の第三者からのハラスメントは入っていないとのこと。 
なお、介護業界は離職率が高いため、他産業が取り入れているハラスメント対策を、

離職率低下の観点から求めることは、会社側にも理解されやすかったと考えている（そ

の際、UI ゼンセン同盟の他産業の取組みは参考になる）。 
 
・組合の要求により会社側が「ハラスメントに関する規程」を導入 

2010 年 4 月、就業規則の細則として「ハラスメントに関する規程」を導入。総則（目

的、方針の明確化及び周知・啓発、人事部における相談窓口の設置、苦情処理委員会
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の設置、苦情処理手続、不利益取扱いの禁止等）、セクハラ（定義、使用者責任）、パ

ワハラ（定義、パワハラ行為の例示とその禁止）の 3 部からなる。加えて、就業規則

上の懲戒解雇事由の 1 つとして「パワーハラスメントとなる行為」が明記された。 
 
・事業所の管理者対象のハラスメント研修の実施 

YB 分会は、会社側が各支店の事業所の責任者たちを集めて行う月 1 回の管理者会

議のなかで 30 分～1 時間の時間をもらい、管理者向けのハラスメントに関する研修を

行った。講師は組合本部の担当者。管理者は分会員（職場委員であることが多い）で

もある。 
 
・パワーハラスメントの定義 

同分会と YB 社の「パワーハラスメントに関する協定」では、パワハラについて「職

場における地位や職権など相手に対してのなんらかの優位性を発揮できる力を背景に

して、本来業務の範疇を超えて、継続的に、人格と尊厳を傷つける行為を行い、就労

者の働く環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与えること」と定義している。 

 
6. ハラスメント対策の効果 
・協定締結、規程導入後のハラスメントの顕在化 

労使間でハラスメントに関する協定を締結し、会社が規程を導入後、次第にハラス

メントに関する相談が組合や人事部に入ってくるようになった（例えば上記 2 で挙げ

た相談）。相談については労使で情報を共有し、問題解決にあたっては組合と人事部が

連携、協力している。具体的には、隔週で行われる労使協議会、週 1 回の人事部ミー

ティングへの組合の参加等を通じて行われる。 
 
7. 今後の課題 
・組合ベースでの管理職教育・研修の実施 

会社側はハラスメントに関する管理職教育の取組みが不十分なので、分会としても

管理者（分会員）に対しての教育をフォローしていきたい。 
 
・職員間のコミュニケーション 

事業所の責任者である正規職員が自らの仕事に忙殺されていること、また訪問介護

の勤務形態が直行直帰であることから、事業所内のコミュニケーションが非常に取り

づらい状況になっている。今後は営業時間外に職場集会、懇談会をこまめに開くなど

してコミュニケーションをとっていくことが求められる。 
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・サービス利用者等に対する啓発 
サービス利用者やその家族の中には介護労働に対する理解が不十分なために自分の

言動や行動がセクハラやパワハラ行為にあたると認識していない人がいる。今後若い

人に介護の仕事を続けてもらうためにも、サービス利用者等に介護労働とはどういう

仕事か知ってもらい、ハラスメントのない労働環境にしていく必要がある。 
 
8. 行政等への要望 
・サービス利用者等に対するハラスメント禁止の説明 

行政は、サービスを利用しようとする人やその家族に対し、介護労働者に対するハ

ラスメントの禁止について事前説明をしてほしい。 
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